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第１章 はじめに 
 

空き地をはじめとする低未利用の土地については、高度経済成長期に大量供給され売れ

残ったまま放置された宅地や、バブル期に生じた虫食い状の空き地など、昭和～平成初期に

は既に政策課題として指摘されていましたが、近年は、人口減少等による土地の総量に対す

る需要の絶対的な不足等から生じる土地の管理不全化、外部不経済の発生等が全国的な

課題として一層顕在化しています。 

こうした背景の下、国土交通省において人口減少等に伴う土地需要の低下に起因する、

低未利用の土地に関する課題を検証し、必要な方策を検討することを目的として、令和５年

度に「土地政策研究会」（座長：浅見泰司 東京大学大学院工学系研究科教授）を設けまし

た。 

本研究会では人口減少等に伴う土地需要の低下に起因する、低未利用の土地に関する

課題を検証し、必要な方策を検討するため、現に何らの用途としても利用されていない、又は

放置されている土地で、その利活用や管理、又は他の用途・地目への転換等が必要と考えら

れる土地を「空き地等」と称し、その現状や課題、対策の方向性、具体的施策等について検

討を行い、令和６年７月には中間とりまとめを公表しました。 

本ガイドラインは、土地政策研究会における議論を踏まえつつ、適正管理や利活用が課題

となる空き地を広くとらえ、その対処法について、取組に向けた考え方、具体的な先駆的取組

事例や対策条例の内容、活用可能な制度等をまとめ、地方公共団体をはじめ、空き地対策

に取り組む事業者、団体等の方々に広く参考としていただくため、指針としてお示しするもの

です。 

なお、各地方公共団体等において、地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定

めている場合は、当該基準に従って空き地に対応することが適当と考えられます。 

また、本ガイドラインは、今後、法整備の進展や地方公共団体等における取組事例等の知

見の集積を踏まえ、適宜見直しを行う場合があることを申し添えます。 
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第２章 空き地の現状 
 

近年、全国的に空き地の増加が顕著となっており、国土交通省が実施した土地基本調査

によると、世帯の保有する空き地の面積は、平成 20 年から 30 年にかけて、632 ㎢から

1,364 ㎢へと２倍以上に増加しており、また世帯の保有する土地全体に占める空き地の割

合（空き地率）についても 6.5%から 12.4%へと増加しています（図表１－１）。空き地等の

所有者の状況をみると、そのおよそ６割が 65 歳以上の高齢者世帯によって保有されていま

す（図表１－２）。こうした土地の取得原因としては、相続・贈与による取得が約４分の３を占

めており、今後、予想される人口の推移を踏まえれば、空き地の一層の増加が見込まれます

（図表１－３）。 
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図表１－１ 世帯対象土地面積に対する空き地等の面積・割合
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40～44歳, 3%
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50～54歳, 7%

55～59歳, 11%

60～64歳, 13%

65～74歳, 33%

75歳以上, 25%

図表１－２ 家計を主に支える者の年齢別 「低・未利用地」の

所有件数・割合（平成30年）

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳
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図表１－３ 取得方法別 「現住居の敷地以外の宅地など」の

土地の所有面積・割合（平成28～30年）
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このような中で、管理水準が低下した空き地による問題も増えており、市町村は、空き地管

理条例の制定をはじめ、様々な手法によりこの問題に対応しようとしています。 

以下、国土交通省が令和６年に実施したアンケート結果を基に、増加する空き地を巡る問

題意識や、市町村の取組状況を解説します。 

 

１.市町村アンケートの概要 

令和６年２月、国土交通省は全ての市区町村（1,741 市町村）を対象に、「土地の利活

用・管理に関するアンケート調査」（以下「本調査」という。）を実施し、1,691 市町村から回

答を得られました（回答率 97.1％）。 

本調査は、空き地等の課題や実態把握、管理・利活用について、市町村がどのような問題

意識を有しているか、また実際の問題や対策の内容を明らかにすることを目的としています。 

 

２．本調査結果のまとめ 

本調査結果から、空き地等や管理不全土地が一定の地域に発生している、又は今後発生

するおそれがあるとの回答が多く、空き地等が適切な管理をされずに放置され、管理不全土

地となってしまうことを市町村が懸念していることが分かります（図表２－１）。 
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空き地等が一定の地域に多数発生している、又は今後

発生するおそれがある

管理不全土地が一定の地域に発生している、

又は今後発生するおそれがある

図表２－１ 空き地等に関する問題※

（複数回答可 有効回答数＝1,624自治体）

※「問題になっている」とは、住民から苦情があった、

議会で指摘があった、報道で問題視された、その他行政

として対応が必要になったもの等を指します。
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また、空き地等の問題は、地域属性によらず、農住混合地域、郊外住宅地、駅周辺・中心

市街地、中山間地域と、まちなかから郊外・縁辺部まで幅広い地域で満遍なく課題が発生し

ていることが分かります（図表２－２）。なお、問題となっている空き地等の規模については、住

宅宅地の区画程度の小規模のものが多数を占めますが、施設の跡地等といった大規模なも

のが問題となっている例もあります（図表２－３）。 

 

 

管理不全土地が周辺に及ぼしている悪影響は、草木の繁茂や越境、不法投棄、害虫の発

生、景観の悪化、道路等周辺の汚損、火災のおそれ等が多く挙げられています（図表２－４）。 

さらに、空き地等に関する問題があると回答した市町村のうちおよそ８割が住民からの苦

情があると回答しており、空き地等に関する問題への対応に苦慮している市町村が相当程

度存在していると考えられます（図表２－５）。 
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図表２－２ 空き地等に関する問題が発生している地域属性

（空き地に関する問題が発生していると回答した自治体を対象 複数回答可 有効回答数＝８８７自治体）
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小規模（住宅宅地の区画程度）

図表２－３ 問題となっている空き地等の規模

（空き地に関する問題が発生していると回答した自治体が対象 複数回答可 有効回答数=８９０自治体）
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一方で、空き地等の実態把握のための調査を行ったことがある市町村は少数であり、調

査を行ったことはなく、今後も行う予定はないと回答した市町村は全体のおよそ７割に及びま

す（図表２－６）。実態把握について多くの市町村が問題意識を持っているものの、人員・予

算等の制約で実施できていない状況にあるほか、空き地等の対処において登記情報から所

有者の特定ができない実務面の課題も多く挙げられています（図表２－７） 。
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図表２－４ 管理不全土地が周辺に及ぼす悪影響

（有効回答数＝783自治体）
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図表２－５ 空き地等に関する苦情の有無

（有効回答数＝932自治体）
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図表２－６ 空き地等の実態の把握状況

（複数回答可 有効回答数＝1,646自治体）
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空き地等の管理や利活用のため、３割程度の市町村で条例が制定されており（図表２－８、

内容は第４章で詳述します。）、条例を制定している市町村のうち回答があった市町村の９割

程度が規制を設けています（図表２－９）。処分の規定を定めている市町村において行政指

導・助言や勧告は数多く実施されていますが、それらと比較して、措置命令や公表、罰則、代

執行の実施は、かなり限られた件数となっています（図表２－１０）。また、条例による規制の

課題としては、所有者の規範意識の低さや非協力、所在不明、遠方居住、規制の認知度の

低さ、管理レベルの線引きの困難さ等が挙げられています（図表２－1１）。 
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図表２－７ 空き地等の実態把握の仕組みに関する課題

（複数回答可 有効回答数＝1,634自治体）
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図表２－８ 空き地等の管理や利活用の促進のための条例の有無

ないが制定を検討している ある ない（制定の予定もない）

（有効回答数＝1,663自治体）
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（有効回答数＝379自治体）
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 規定の有無 
規定ありの場合のＲ２～４年度の 

適用件数 

行政指導・助言 336 59,717 

勧告 304 3,296 

措置命令 252 464 

公表 95 26 

罰則 65 0 

代執行 150 7 

 

 

空き地等の管理・利活用を促進するための取組として、管理不全土地の行政指導や規制、

空き地情報や利用希望者の登録・情報提供等によるマッチング、実態把握、相談窓口の設

置等を実施している事例が多い一方で、特段の対策を行っていないとする市町村が最も多

くなっています（図表２－1２）。 
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遠方居住等のため、指導や是正等ができない

空き地等の所有者の協力が得られない

空き地等の所有者の規範意識が低い

図表２－１１ 条例等による規制の課題

（条例があると回答した自治体を対象 有効回答数＝440自治体）

図表２－１０ 規制がある場合の処分等の規定の有無及び適用件数 

※適用件数は概算含む 

 

有効回答数=384 自治体 
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こうした取組の課題としては、空き地の実態が不明であることや、体制・予算の問題、住民

資産への介入への逡巡、所有者の意識・理解の不十分さ、担当部局が決まらないこと等が

挙げられています（図表２－１３）。 
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図表２－１２ 空き地等の管理・利活用を促進するための取組

（複数回答可 有効回答数＝1638自治体）
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図表２－１３ 空き地等の管理・利活用を促進するための取組の課題

（有効回答数＝1,591自治体）
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第３章 空き地の適正管理と利活用に関する取組 
 

１．空き地の適正管理と利活用の関係性と意義 

空き地の発生要因としては、周辺と比較して利便性が劣るなど地域として宅地の需要が

不足していることや、地域全体としては宅地需要がある場合でも、接道要件を満たさない、狭

小である等で建築条件が満たせないことなどが考えられます。 

一方、空き地等の発生経緯としては、相続・贈与により取得した土地に使い途がなく空き

地化した場合が多いと考えられます。 

このような要因で発生した空き地等は、利活用がされないことで誰にも管理されることが

なくなった結果、管理不全となり、雑草の繁茂、樹木や工作物の倒壊等、周辺環境に悪影響

をもたらすことも想定されるため、最低限の管理が必要となります。 

しかしながら、高齢化や遠方居住等により所有者が管理を続けていくことには困難を伴う

ことに鑑みれば、宅地としての需要が失われた空き地等の適正な管理を確保する観点で、 

・何らかの使い途を見出す余地がある隣地の所有者や地域の活動団体への譲渡・貸与によ

り利用機会を与える 

・農園・菜園、緑地・広場等へ転換する等、他の用途にも幅を広げる 

等、可能な限り需要を見出して利活用に導くことが重要となります。このことは、管理不全に

よる外部不経済の発生防止や、地域における土地の有効活用を同時に実現することにもつ

ながり、所有者、地域住民の双方にとって持続可能で有益な取組となり得ます。 

また、中心市街地の活性化や、防災、社会福祉、気候変動対策、生物多様性保全等、市町

村が取り組む多様な政策の一環として、行政が空き地等の有効活用を働きかけることは、当

該施策を推進し、地域住民の意識を醸成する意味でも重要と考えられます。 

 

２．関係者の役割分担 

土地基本法に基づき、土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周

辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとされており、

土地所有者等は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有することとされています。

また、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、

及びこれを実施するとともに、土地所有者等による適正な土地の利用及び管理を確保する

ため必要な措置や、地域住民その他の土地所有者等以外の者による当該利用及び管理を

補完する取組を推進するため必要な措置を講ずるように努めることとされています。 

したがって、土地の適正な利用及び管理は、原則として所有者等が自ら行うことが求めら

れますが、空き地等の対策を講じるに当たっては、地域の実情に精通しており、かつ、土地利

用の方針を定める役割を担う基礎自治体（市町村）が積極的に役割を果たすことが求めら

れます。また、国土の利用・管理やＧＸ推進、複数の地方公共団体の連携等の観点からは、広

域自治体である都道府県の総合調整を担う役割も大きいと考えられます。 

なお、空き地等の課題や対策は、様々な行政分野（土地利用・都市計画、空き家対策・建
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築、環境、防災・消防・防犯、地域振興・活性化、農地・森林管理等）にまたがることから直ち

には担当部署が決まりづらいことが、対策が進みにくい要因となり得ます。そこで、例えば、市

町村で課題になっている諸事象に最も親和性が高い施策の担当部署や、横断的な施策を

まとめる企画調整部局などが主担当や窓口となり、必要な対策に応じて関係部局間で分

担・連携するなどして体制を構築することが考えられます。 

また、空き地と空き家は、いずれも周辺環境への影響等の地域課題や、所有者の探索、管

理不全状況の把握等の対策が共通することから、施策の統一性や効率性の観点から、同一

部局が担当することや部局間連携を緊密に行うことで一体的に対応することが望まれます。 

 

〈空き家・空き地の一体的取組〉 

・空き家対策と空き地対策に一体的・効率的に取り組むため担当部署を一元化した事例

【鳥取県米子市】（別冊事例集：p5） 

・条例による対策を空き家と空き地で包括的に講じている事例【神戸市】（別冊事例集：

p6） 

 

一方で、国は、国土利用・管理に関する政策の方向性を示すとともに、地方公共団体のニ

ーズに対応して、法的根拠の整備、予算措置、先進的な取組の横展開等を行うとともに、土

地の有効利用と継続的な管理の実現に向けて、土地所有に伴う責務を含めて土地に対する

理解を深める広報活動を進めていく必要があります。 

加えて、土地所有者や利活用希望者を支援する又は自ら利活用・管理の主体となる自治

会、地域運営組織、ＮＰＯ、社会福祉法人等や専門性に基づき活動する民間事業者、士業団

体等に協力を求めることが重要です。 

 

３．担い手の確保 

空き地等の利活用・管理に関しては、一定の専門的知見やノウハウ、政策的な誘導を要す

ることから、行政、士業等の専門家、民間事業者、ＮＰＯ法人、地域団体等の幅広い参画が求

められます。また、空き地等について実際に取り得る方策も状況に応じて多様です。そこで、

様々な課題に一元的に対応できるワンストップ窓口を設け、状況を理解して関係者間での適

切な役割分担を調整するコーディネートや、対策の提案・助言等のコンサルティングを行うこ

とが有効です。 

 

〈関係団体による相談等の支援〉 

・士業等の専門家が連携して空き地の発生原因となる相続の相談会等を運営する事例

【徳島県那賀町】（別冊事例集：p7） 

・NPO 法人が空き家等の問題の相談窓口となり、提携業者とも連携して課題解決に資

する事例【空家空地管理センター】（別冊事例集：P１４） 

 

空き地等の適正な利活用・管理を現場で実際に推進する観点では、土地所有者等に代

わってその意思と能力を有する担い手の確保が重要となります。特に、地域コミュニティは地
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域の良好な環境の確保について利害が一致することから、効果的かつ持続的な取組が期

待できます。地域で活動を行う団体としては、自治会等を含めた地域運営組織（p27）に加

え、福祉、教育、文化等の地域づくりや、グリーンインフラの活用に取り組むＮＰＯ法人等様々

な団体が想定され、それぞれの団体の活動内容を踏まえて、土地の利活用ニーズを掘り起こ

すことが重要です。また、各団体が円滑に活動できるよう、空き地等の利用転換が地域にも

たらす受益を地域住民に理解され、持続可能な活動となるように支援することが市町村には

求められます。 

 

〈担い手とのマッチング、土地利用のコーディネート〉 

・空き地等と利活用を希望する地域団体を登録し、マッチングすることで土地の利活用

につなげる事例【千葉県柏市】【神戸市】（別冊事例集：p8・9） 

・地域団体と連携しながら、小規模な区画再編を連鎖させる事業をコーディネートする

事例【広島県】（別冊事例集：p10） 

 

各主体による、空き地等の利活用・管理への関わり方は、概ね以下のようなパターンが想

定されます。 

①活動主体（自治会、地域運営組織、ＮＰＯ、社会福祉法人、外郭団体、民間事業者、マン

ション管理組合等）が空き地等の取得、賃借、管理受託等により、その利活用・管理を

行う 

②相談窓口（士業団体、ＮＰＯ、社会福祉法人、市町村、民間事業者等）が土地所有者等

から利活用・管理、相続等の相談を受け、あっせん、紹介等を行う 

③マッチング組織（士業団体、ＮＰＯ、市町村等）が土地所有者等と利活用希望者を引き

合わせ、必要に応じニーズを調整する 

④コーディネート組織（士業団体、ＮＰＯ、市町村等）が土地所有者等、利活用希望者等の

複数関係者の意向、権利関係の調整等によりエリアマネジメント、区画再編事業等を実

施する 

⑤中間組織（市町村、外郭団体、指定法人等）が土地所有者等から空き地等を借り受け

るなどした上で、利活用・取得希望者に利用させる 

本ガイドラインで紹介する事例は、これらのパターンのいずれかに該当するものとなってい

ます。 

 

４．具体的な取組事例 

土地の適正な利用及び管理について第一義的な責務を負う土地所有者等に対しては、

相談窓口の設置等により、管理手法に加えて管理委託に関する情報提供を行い、土地所有

に係る負担を軽減するとともに、管理不全となった場合のリスクの周知等を行い、適正な管

理を求めていく必要があります。 

さらに、土地所有者が自ら適正管理を行うことが困難な場合があるため、賃貸や売却、管

理委託等について相談し、第三者に委ねられる環境を構築することが重要です。 
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〈第三者による空き地の管理〉 

・市が空き地等の管理（雑草の除去等）を受託する事業者を住民に紹介する事例【鳥取県

米子市】（別冊事例集：p5） 

・ふるさと納税の返礼品として空き地の管理サービスを提供する事例【徳島県鳴門市】 

（別冊事例集：p11） 

・自治会や民間事業者が空き地の管理の受託を行う事例【千葉県八千代市】【福井県あ

わら市】【空家・空地管理センター】（別冊事例集：p12～14） 

 

また、管理不全に起因する外部不経済の発生を防止するため、いわゆる隣地統合等によ

り私的利用の継続を図るほか、ドイツにおけるクラインガルテン（p28）のような、農園・菜園

や緑地・広場など地域コミュニティに開かれたオープンスペースとしての利用を目的とした用

途の転換を進めることが有効です。 

 

〈民有地の活用事例〉 

・民間事業者が有償で借地して交流機能、緑地機能を果たす市民農園として運用する事

例【大阪府大阪市】【東京都墨田区】（別冊事例集：p１５・16） 

・固定資産税の減免を受けつつ地域団体が無償で借地し、防災空地や雪寄せ場として活

用する事例【青森市】【神戸市】【大阪市】（別冊事例集：p17～19） 

・市が借地して広場を整備し、まちづくり会社に運営を委託する事例【山口県宇部市】 

（別冊事例集：p２２） 

 

〈公有地の活用事例〉 

・ワークショップの開催等を通じたコミュニティスペースとしての活用やイベント利用な

ど地域コミュニティが管理に参画している事例【横浜市】【川崎市】（別冊事例集：p2０・

２１） 

・公有地を民間事業者が借り受け、移住・滞在希望者向けのゲストハウスを整備・運営す

る事例【鹿児島県龍郷町】（別冊事例集：p2３） 

・放棄林を既存の樹木を活かしつつ緑地として整備し、商業施設の併設により賑わいを

創出する事例【三重県いなべ市】（別冊事例集：p２４） 

 

５．実態把握と対策の検討 

今後、さらなる相続の大量発生、人口減少などにより、広範かつ大量に空き地等の発生が

懸念されることから、市町村が空き地等の対策を効果的かつ効率的に実施するためには、

必要に応じ、既存の統計資料等も活用しつつ、まず各市町村の区域内の空き地等の所在や

その状態等を把握することが重要です。その上で、地域ごとに発生要因について分析を行い、

管理不全土地が周辺に与える影響を確認するとともに空き地等の所有者に関する情報を整

理するなどにより、空き地等対策を行う地域を必要に応じて絞り込む、地域が望む空き地等

の利活用の方向性を把握し、実際に利活用を行う団体等の募集や当該団体等の意向を確

認する、などを行うことが考えられます。 

空き家の実態把握とあわせて空き地等の実態把握を行うことや、空き家と空き地等に関す
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るデータベースをあわせて整備して地図上で確認できるようにしておくことなど、効率的に実

態把握やデータベース整備を行うことは重要です。その際には、所有者不明土地等対策補

助金等の補助制度を活用することも可能であることから、空き地等の実態把握とデータベー

ス整備により、地域の実情に即した空き地対策を推進することが期待されます。 

また、空き地等の対策は、土地需要の低下により事態の悪化が進行する非集約エリアだ

けでなく、居住誘導区域等の集約エリアについても検討の射程に入れた上で、課題や対策

を精緻に整理することが必要です。 

 

〈データベースの構築による管理対策の促進〉 

・国の交付金を活用して空き地等のデータベースの管理システムを構築する事例（鳥取

県米子市）（別冊事例集：p5） 

 

６．対策の計画的な推進 

土地の需要が低下している地域であっても、土地の管理不全を防止し、地域の実情に応

じた適正な土地利用・管理を進めるため、空き地等の発生状況、土地に対するニーズ、管理

等を担う人的・物的資源の状況等を踏まえて、土地利用に関する計画において、地域の望ま

しい土地利用の方向性を指し示し、空き地等の適正な利用転換、管理を計画的に誘導する

ことが期待されます。 

計画の内容としては、空き地等の農園・菜園としての整備、グリーンインフラの活用等を通

じた利用転換の推進、粗放的管理の導入等管理コストの低減策、方針に即した管理等が行

われない場合の対応等が考えられます。 

計画の作成や実施のプロセスにおいては、担い手となる地域住民、活動団体等の参加を

得て意見を反映することが実効性を確保する上で有効と考えられます。 

計画の枠組としては、市町村国土利用計画（その実行計画としての役割を担う市町村管

理構想1を含む。）、市町村都市計画マスタープラン、立地適正化計画等の土地利用に関す

る総合的・体系的な計画のほか、空家等対策計画等の類似施策に関する計画に位置付ける

ことが考えられます。これにより、例えば空き地等と空き家の一体的な対応等、施策の高度

化・効率化のほか、事務負担の軽減・合理化が図られることも期待されます。 

 

〈適正に利用転換・管理を行うための計画〉 

・空き地対策を含む空家等対策計画を策定した事例【鳥取県米子市】（別冊事例集：p5） 

・国土利用計画に低未利用地対策を位置付けた事例【岡山県瀬戸内市】（別冊事例集：

p2５） 

  

 
1 第三次国土形成計画及び第六次国土利用計画（令和５年７月閣議決定）においては、最適な国土利

用・管理を選択していくため、地域の目指すべき将来像を見据えた上で、優先的に維持したい土地を明確

化し、粗放的な管理の導入など管理方法の転換等を図る「国土の管理構想」を全国で進めるとしており、

都道府県・市町村・地域の各レベルで策定を推奨している。 
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第４章 空き地に関する条例 
 

空き地の管理については、前章で紹介した取組事例のように、所有者を含む関係者間の

協力によって実現することが望まれますが、例えば所有者が不在地主である場合など適切

に実施されないケースがあります。 

現在空き地の管理一般について規制を伴う措置を規定している法律は制定されていませ

んが、これは国法の体系としてこれらの規定を認めないとの趣旨ではないことから、法律の

委任に基づかない自主条例に基づく空き地の管理に関する規制を設けることは可能です2。

そうした整理の下、多数の市町村において空き地の管理等に関する条例を制定することによ

り、これに基づき管理不全の空き地に係る是正措置やその予防策となる適正管理や利活用

に関する措置を実施しています。 

本章では、今後の取組に資するため、第２章で述べたアンケート調査において、空き地に

関する条例を制定していると回答した 471市町村のうち、2001年（平成 13年）以降に制

定され、条文が入手可能な 198条例を中心に空き地条例の内容を整理し、主として是正措

置に関する規定のほか、前章で紹介した適正管理や利活用に関する規定等を併せて紹介し

ます。 

 

１．条例の対象となる空き地の範囲 

各地方公共団体において生じている空き地の課題状況等を踏まえ、条例が規制する範囲

を特定するため、空き地の定義がそれぞれの条例で規定されています。 

条例が対象としている「空き地」の定義について分析すると、一般的な「空き地」のイメー

ジと考えられる「現に使用されてない土地」（工作物等が置かれていない土地等と規定して

いる例もあります。）と定義しているものが 198 条例中 139 条例ありました。一方で、「空き

地」という用語のみを単体で使用している例も 42条例みられました。 

上記の他の 17 条例については、空き地のみを対象とするのではなく、空き家について規

律する条例において、併せて空き地も対象としています。空き地と空き家は、未利用の場合に

管理不全となる不動産として共通の課題を有しており、現場で生じる工作物や樹木の倒壊と

いった諸問題も、空き家の有無にかかわらず発生する連続的な事象であるため、地方公共

団体の実情に応じて、空き地対策について空き家対策と併せて条例に規定することにより対

処することも有効と考えられます。 

また、空き地は地域、地目等に関わらず発生することから、特に対策を要する空き地を特定

する観点から、上記の 139 条例のうち、52 条例においては、例えば「宅地化された状態の

土地で現に人が使用していない土地」のように、宅地であった、又は住宅地に存する空き地

のみを条例の適用対象としています。これは近隣住民の生活環境への影響が大きいものを

とらえようとしたものと考えられます。その他、公有地や、農地・山林を対象から除外している

事例もみられます。農地や山林を除外しているのは、農地法や森林法の規制を受けるもので

 
2 宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論〔第８版〕』（有斐閣、2023年）260頁。 
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あることによるものと考えられます。 

このように特定の属性の土地を条例の対象から除外する方式のほか、以下の例3のように、

規制の対象となる区域を市町村長があらかじめ指定しておく方式をとっている例もみられま

す。 

●つくば市空き地除草条例（平成３年３月20日条例第37号）（抄） 

第５条 市長は、次に掲げる地域であって、その環境を良好に保全するため必要と認め

る区域を除草地区に指定することができる。 

(1) 都市計画法(昭和 43年法律第 100号。以下「法」という。)第 7条第 2項に規

定する市街化区域にあっては、その全域 

(2) 法第 7 条第 3 項に規定する市街化調整区域にあっては、規則で定める戸数以

上の建築物が連たんしている地域  

第７条 所有者等は、除草地区において、その所有又は管理をする空き地が環境を損な
う状態にあるときは、自らの責任において、雑草を除去しなければならない。 

第８条 市長は、除草地区において、空き地が環境を損なう状態にあると認めたときは、
当該所有者等に対し、雑草を除去するよう勧告することができる。 

第９条 市長は、所有者等が前条に規定する除草の勧告に従わないときは、期限を定め
て雑草を除去するよう命ずることができる。 

 

２．管理不全の基準 

（１）管理不全状態の類型 

条例において管理不全状態の空き地における周辺への被害発生の防止に関する規定

（所有者に対する強制的な措置等）を設ける場合、どのような状態を管理不全ととらえ、是正

の対象とするかをできる限り明らかにしておくことが望ましいと考えられます。空き地の管理

不全状態は多様であり、画一的に定義することは難しいですが、例えば次のように規定して

いる例がみられます。 

●宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例（昭和50年７月15日条例第28号）（抄） 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) あき地とは、宅地化された状態の土地、その他の空閑地(休耕田、休耕畑の休耕農

地を含む。)で、現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても、

相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを

含む。)をいう。 

(2) 雑草等とは、雑草・枯草またはこれに類するかん木類をいう。 

(3) 所有者等とは、権原に基づくあき地の所有者、占有者または管理者をいう。 

 
3 本事例は平成 3年制定の条例であり、今回調査を行った 198条例には含んでいない。 
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(4) 不良状態とは、雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次に

掲げる場合の一以上に該当する場合をいう。 

ア 衛生害虫の発生の場となっている場合 

繁茂した雑草等のため、あき地が湿地化し、蚊・ハエその他の衛生害虫の発原因

となっている状態をいう。 

イ ごみの不法投棄が著しい場合 

雑草等が繁茂しているため、ごみの不法投棄を受け、非衛生的な状態をいう。 

ウ 火災の予防上危険と認められる場合 

枯草が密集しているため、火災の原因となり、かつ付近の家屋に類焼する危険

がある状態をいう。 

エ 交通等の障害となっている場合 

雑草等が道路上にはみ出し、歩行者並びに車両の通行および視界のさまたげと

なっている状態をいう。 

オ 人の健康を阻害する恐れがあると思われる場合 

雑草等が開花し、その花粉が人の健康を害する恐れがあると思われる状態をい

う。 

カ 犯罪の防止上好ましくないと思われる場合 

通常人が往来する道路に隣接しているあき地で、雑草等が繁茂しているため、人

が中に入った状態でその動作を判明することが困難な状態をいう。 

キ 農作物害虫の発生の場となっている場合 

繁茂した雑草等のため、あき地が沼地化をきたし、ウンカ、メイ虫等害虫の発生原

因となっている状態をいう 

ク 通行・流水等の障害となっている場合 

雑草等があぜ道・用水路等に繁茂し、通行・流水をさまたげ、その他農地の維持

管理に障害となっている状態をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管

理に努めなければならない。 

管理不全状態の定義は条例ごとに様々ですが、概ね、雑草等の繁茂に起因して、①害虫

の発生、②不法投棄、③交通障害、④火災（放火）の危険、⑤犯罪の温床など、その周辺に

及ぼす悪影響の態様を列挙し、管理不全状態を表現している条例が多数となっています。こ

れらの類型を中心に、それぞれの地方公共団体で実際に生じている課題等を踏まえ、条例

で対処する管理不全状態が定義されているものと考えられます。 
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（２）雑草等の繁茂の基準について 

雑草等の繁茂は空き地の管理不全状態の典型的・代表的なものであり、条例による是正

措置が実際に多く行われていますが、特に命令、代執行等の強制力を伴う措置を適用する

場合は、確保すべき管理の水準をあらかじめ明らかにし、具体的な適用基準を示しておくこ

とが、土地所有者に適正管理を促すとともに、不利益処分に関する予見可能性を与えトラブ

ルを防止する観点からは有効であると考えられます。 

一部の地方公共団体では、条例で規定した管理不全とされる空き地の状態について、以

下の例のように条例に基づく規則等で具体的な数値基準を定めているものがあり、その多く

が雑草の地表からの長さを基準としています。地表からの長さは、短いもので 30 センチメー

トルから長いもので１メートル以上の範囲とされている例が見られますが、繁茂による被害発

生の蓋然性や管理する土地所有者の負担、地方公共団体の指導監督体制等を勘案して設

定することになると考えられます。 

長さ以外の数値基準としては、雑草が繁茂している面積を用いることも考えられます。例え

ば、次に掲げる例では、長さ基準と面積基準を併せて設けています。 

●山口市の生活環境の保全に関する条例施行規則（平成17年10月１日規則第104

号）（抄） 

第５条 条例第２条第４号の規則で定める雑草の繁茂若しくは湿地の状態又は廃棄物

等の投棄場の状態は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 雑草の繁茂 草、ささ類及びかん木の広がりが30平方メートル以上あり、かつ、

それらの全部又は一部の地表からの長さが 30 センチメートル以上の状態にある

もの 

(2)・(3) （略） 
※山口市の生活環境の保全に関する条例（平成 17年 10月１日条例第 129号）（抄） 

第２条 この条例における用語の意義は、山口市環境基本条例の規定の例によるもののほか、次の各号

に定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 不良状態 空き地が、規則で定める雑草の繁茂（枯草の密集を含む。)若しくは湿地の状態又は

廃棄物等の投棄場の状態等として置きざりにされ、衛生、安全若しくは美観を損ない、火災、犯罪

若しくは公害発生の原因となり、市民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態をい

う。 

雑草のみを対象とする条例が多くなっていますが、これと類似するものとして灌木や低木を

掲げるもの、草木を対象とするもの、さらには立木（樹木、竹木等を含む。）を広く対象として

いるものがあります。雑草と比較して立木等を対象としている条例が少なくなっているのは、

一般的に立木等は一定の財産価値が認められやすいことから、是正措置等の対象とするこ

とについて慎重な姿勢を取っている地方公共団体が多いことによるものと推測されます。 

なお、条例の規制対象について、上記の例のように雑草等の定義において灌木等を含め

る形で規定する方法のほか、以下の例のように空き地の定義において土地上の立木等を含

める形で規定する方法もあります。 
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●松本市空家等及び空地の適正管理に関する条例（平成26年３月14日条例第２号）

（抄） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 空家等 法第 2条第 1項に規定する空家等であって市内に所在するものをいう。 

(2) 空地 市内に所在する土地(立木その他の土地に定着するものを含む。)であっ

て、使用されていないことが常態であるものをいう。ただし、山林、農地及び国又は

地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

(3)～(5) （略） 

管理不全の様々な態様について、それぞれ詳細な数値による基準を設けることは難しいと

考えられますが、具体的な状況を例示する等の方法により、規制対象となる管理不全状態を

明示することも考えられます。例えば、以下に示す例においては、条例上は「安全かつ快適な

生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき」を管理不全状態と規定した上で、施行規則に

おいてその具体的な例を規定しています。 

●白石市空き地の適正管理に関する条例（平成27年６月26日条例第39号）（抄） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 雑草等 雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。 

(5) （略） 

(6) 管理不全な状態 雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次

に掲げる一以上に該当する場合をいう。 

ア 衛生動物の発生の場となっているとき。 

イ ごみの不法投棄が著しいとき。 

ウ 人の健康、生活環境を阻害するおそれがあるとき。 

エ その他、安全かつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき。 

●白石市空き地の適正管理に関する条例施行規則（平成27年６月26日規則第23号）

（抄） 

別表抜粋 

(1) 雑草等が現認できる境界(フェンスや壁等)から現に道路(歩道及び路肩部を含む。)

上へはみ出し、現状を放置していることにより、道路の通行や走行を妨げるもの 

ア 蔦等の雑草が道路上にはみ出し、歩行者並びに車両の通行を妨げているもの 

イ 交通標識や信号機等が視認しづらいもの 



 

20 

(2) 雑草が繁茂しており、犯罪防止上好ましくないと認められるもの 

ア 不審者が隠れる場所となるおそれがあるもの 

イ 幼児、児童等が遊びで身を潜めるおそれがあるもの 

 

３．是正措置等の内容 

分析対象とした 198 条例について、是正措置等の規定内容を整理すると次のとおりです。 
 

 区域指定 

所有者等

の管理の

責務 

指導・ 

助言 
勧告 命令 代執行 

規定あり 7 194 156 162 145 79 

規定なし 191 4 42 36 53 119 

 

 立入調査 過料 罰金等 
所有者等の情

報の利用 
利活用 

規定あり 153 28 16 36 14 

規定なし 45 170 182 162 184 

 

（１）土地所有者の責務等 

ほぼ全ての条例が土地所有者の管理の責務に関する規定を設けています。空き地の管理

が適切に行われていない場合の指導、勧告のような強制力を伴わない措置や、措置命令等

の強制力を伴う措置の実施に当たっては、所有者等に空き地の管理についての責務が存在

することが前提となることによるものと考えられます。 

●白石市空き地の適正管理に関する条例（平成27年６月26日条例第39号）（抄） 

第４条 空き地の所有者等は、空き地が管理不全な状態にならないよう、常に適正に維
持管理し、良好な環境を保持しなければならない。 

 

（２）指導・助言、勧告、命令 

空き地が適切に管理されていない場合の空き地所有者に対する指導・助言又は勧告は、

大半の条例で規定されています。 

また、指導・助言や勧告を行った後も空き地の管理状況が改善されない場合等に、所定の

期限内に具体的な措置を講じる義務を管理者に課する命令を規定しているものも同様に多

く見られます。指導・助言、勧告は強制力がない措置であり、管理者が対応を行わない場合

や問題が深刻化した場合に対応できないこともあり得るため、条例の実効性を確保する観

点から、指導・助言、勧告を定める条例の多くが強制力を伴う命令についても併せて規定し

ているものと考えられます。 
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●三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例（平成26年３月24日第5号）（抄） 

第４条 市長は、あき地が管理不良状態であると認めるときは、当該あき地の所有者等に

対し、雑草等の除去に必要な措置をとるよう、期限を定めて指導し、又は助言すること

ができる。 

第５条 市長は、前条の規定により指導を受けたあき地の所有者等が、当該あき地の雑

草等の除去を行わず、管理不良状態が継続していると認めるときは、当該所有者等に

対し、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう勧告することができる。 

第６条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくこれに従
わず、かつ、管理不良状態が継続していると認めるときは、当該所有者等に対し、期
限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう命ずることができる。ただし、緊急を
要する場合には、第 4条及び前条の手続を省略することができる。 

 

（３）代執行 

命令がなされた後もなお義務が履行されない場合に、管理不全状態を行政が自ら解消し、

それに要した費用を所有者に請求する措置である行政代執行は、実質的には義務の履行を

強制するものであり、確実に問題の解消につながりますが、これを規定する条例は一部にと

どまっています。 

●名張市あき地の雑草等の除去に関する条例（昭和62年３月25日条例第１号）（抄） 

第５条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がこれを履行しないときは、
当該勧告に従うよう期限を定めて当該あき地の雑草等を除去することを命ずること
ができる。 

第７条 市長は、第５条の規定による命令を受けたあき地の所有者等が履行期限を経
過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保する
ことが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められると
きは、行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）の定めるところにより、自ら義務者
のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴
収することができる。 

 

（４）罰則等 

命令による義務の不履行に対する罰則として過料や罰金を定める条例もあります。これら

は間接的に義務の履行を促し条例の実効性を高めるものですが、直接的な措置である代

執行と比較すると規定例は限られます。 

●能美市空き地等の環境保全に関する条例（平成17年２月１日条例第116号）（抄） 

第９条 第５条の規定による命令に違反した者又は空き地等に廃棄物を投棄したもの
は、３万円以下の罰金に処する。 

また、命令違反を抑止する手段として、命令に従わない者に係る氏名等の公表を規定して
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いる例もみられます。 

●一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例（令和２年12月21日条例第62号）
（抄） 

第９条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく、当該命令に従
わないときは、その旨を公表することができる。 

※勧告が履行されないときは、所有者等に対し、あらかじめ期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令 

以上のように、命令による義務の不履行に対し、代執行や罰則等の規定を設けることによ

り実効性の確保を図る条例がある一方で、命令の規定は設けているものの、命令違反に対

して代執行や罰則等のいずれも定めていない条例もあります。 

 

（５）その他の措置 

代執行や罰則等、直接的ないし間接的に空き地の所有者に対して空き地の管理の義務

の履行を求めるだけでなく、所有者の協力を前提に、行政が所有者とともに管理を行う支援

措置の規定を設けている条例もみられます。 

例えば、以下のように、除草業者のあっせんや除草を市長に委託できる旨を規定し、空き

地の管理を支援しようとする例があります。 

●南房総市空き地の雑草等の除去に関する条例（平成20年12月22日条例第34
号）（抄） 

第７条 市長は、空き地の所有者等が雑草等を除去することができないときは、当該所
有者等の申出により、その除去をするものをあっせんするものとする。 

 

●橋本市空き地の適切な管理に関する条例（平成24年３月29日条例第17号）（抄） 

第６条 土地所有者等が、特別の事情により当該空き地の管理不善の状態を解消する
ことができないときは、当該空き地の雑草の除去等を市長に委託することができる。
この場合においては、当該土地所有者等は、その費用を負担しなければならない。 

 

（６）所有者情報の利用 

行政指導や措置命令に当たっては、所有者情報を正しく把握することが必要ですが、空き

地等については、所有者が不明であること等により名宛人が特定できない場合があります。

そこで、空き地の所有者の探索に要する情報について、個人情報保護条例の適用除外の対

象とすることにより利用できるようにし、名宛人を把握できるように措置する条例が相当数み

られます。 

●米子市空き地の適切な管理に関する条例（令和４年３月 30日条例第 8号）（抄） 

第６条 市長は、市の事務のために利用する目的で保有する情報であって、氏名その他

の空き地の所有者等に関するものについて、この条例の施行のために必要な限度に



 

23 

おいて、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用するこ

とができる。 

２ 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長そ

の他の者に対し、空き地の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることが

できる。  

 

（７）利活用の推進、支援措置等 

空き地の適正管理の一環として、空き地の利活用に関する取組について、条例で規定して

いるものがあります。以下は、地方公共団体と空き地の所有者等が当事者となる空き地の公

共利用についての協定に関する規定を設けている例もみられます。 

●湖南市空き地管理の適正化に関する条例（平成16年10月１日条例第149号）（抄） 

第８条 市長は、地域住民の福祉の向上を図るため、空き地の活用について当該空き地

の所有者と協議することができる。 

２ 前項の規定により当該空き地を活用する場合は、市長、所有者及び市民間において

その利用について協定を締結するものとする。 

第３章で紹介した利活用の取組みや所有者への支援策等を検討する際は、このように条

例上の根拠を設けることも可能であり、管理不全の土地に関する是正措置等と併せて空き

地対策を包括的に規定することも有効と考えられます。 

 

４．行政代執行 

管理不全の空き地に関する是正措置として、確実に管理不全状態の解消を図ることがで

きる手段としては、行政代執行が挙げられます。なお、行政代執行法以外の行政強制制度を

条例で定めることはできず、条例の規定は確認規定に過ぎないと解されていることから4、条

例の規定の有無にかかわらず、行政代執行法に基づく手続の範囲内であれば空き地の管

理に関する代執行を行うことは可能と解されます。 

行政代執行は強力な措置であるがゆえに実施するハードルが高いと感じる地方公共団

体も多いと思われるため、判例等を踏まえた行政代執行の運用のポイント等についてまとめ

ると、以下のとおりです。 

 

①適正な手続の実施 

行政代執行は、国民が代替的作為義務を履行しない場合に、行政が代わって実行するこ

とで強制的に義務を履行させる制度であり、それに相当する義務を特定できることが必要と

 
4 田中孝男・小林裕「自主立法が守る生活環境～空き地の適正な管理に関する条例のベンチマーキング

～」（自治体法務 NAVI Vol.32）29頁。 
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なります。すなわち、代執行を行う場合は、管理不全状態を解消することについての土地所有

者の義務等を前提として、何らかの代替的作為義務を課し、一定の強制力を伴う措置を講

じるための所要の段階的な手順として、勧告や命令といった手続を経ることが求められます。 

また、条例等に基づき地方公共団体が行う処分や行政指導、命令を定める行為について

は行政手続法の適用を受けませんが、土地という私有財産の管理について指導し、時には

処分を行う以上、行政代執行法や条例に規定された手続を漏れなく実施することは当然とし

て、行政手続法の趣旨に照らし、命令等を受けた所有者に弁明の機会を設けることが望まし

いといえます。 

 

②客観的基準に基づく実施 

判例5を踏まえれば、空き地の管理について地方公共団体の条例に委ねられた裁量は比

較的大きいと考えられるものの、実際の運用に当たっては、命令等の強制的な措置について、

特定の土地所有者のみを恣意的に対象としていると受け取られることのないよう、客観的な

基準に基づき行われることが必要です。そうした観点からは、前節で紹介した管理不全状態

の明確化や数値基準を設けることも有効と考えられます。 

 

③所有者等に対する費用の徴収 

空き地の管理に関する条例に基づく代執行は、所有者等（所有者、管理者及び占有者等）

が確知されていることを前提に行われるものであり、代執行に要した費用については当該空

き地の所有者等に対して徴収することとなります。行政代執行法に基づき代執行が行われた

場合、市町村長は費用徴収について国税滞納処分の例6により自力で強制徴収を行うこと

が認められ(同法第６条第１項)、代執行費用について、市町村長は、国税及び地方税に次ぐ

順位の先取特権を有することとなります（同条第２項）。なお、費用徴収について同法に基づ

き行うことを明確化しておくという観点からは、３．（３）で取り上げた条例のように「･･･行政

代執行法の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれを

なさしめ、その費用を義務者から徴収することができる」といった規定をすることも有用と考

えられます。 

当該代執行に際して執行機関が有する費用請求権は、同法に基づく公法上の請求権で

あり、義務者から徴収すべき金額の範囲は代執行の手数料ではなく、実際に要した費用とな

ります。したがって、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償

料等は含まれますが、義務違反の確認のために要した調査費等は含まれません。なお、調査

費等については、事務管理として民事訴訟手続により費用徴収する余地はあると考えられま

す。 

 
5 奈良県ため池条例事件（最大判昭和 38年６月 26日） 

古河市あき地条例事件（水戸地判平成２年 9月 18日、最判平成 3年 9月 13日）等 
6 納税の告知（国税通則法（昭和 37年法律第 66号）第 36条第１項）、督促（同法第 37条第１項）、

財産の差押え（国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第 47条）、差押財産の公売等による換価（同

法第 89条以下、第 94条以下）、換価代金の配当（同法第 128条以下）の手順 
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また、代執行の対象となる空き地について、代執行後の管理等を目的として管理不全土

地管理人等の各種財産管理人の選任がなされている場合は、当該管理人から費用の支払

いを受けることも考えられます。 

なお、空き地の管理に関する条例の中には、所有者等の義務の不履行を前提とせず、緊

急安全措置や応急措置として、行政機関が所有者等に代わり管理措置を実施する規定（即

時強制）が置かれているものもあります。このような条例に基づく管理措置に要した費用に

ついて所有者等に負担を求める場合は、行政代執行法に基づく費用徴収と異なり、当該費

用は非強制徴収公債権として扱われ、その徴収は民事執行手続によることとなります。 

  

以上の内容は土地の所有者等が判明していることを前提としたものですが、所有者等が

不明の場合も、所有者不明土地法に基づき、公告を前提とする略式代執行により代執行を

行うことができ、その費用負担については、所有者が判明した際に上記の国税滞納処分の

例により徴収することができます。なお、所有者不明土地法に基づく略式代執行制度につい

ては、次章において取り上げます。 

  



 

26 

第５章 法律に基づく措置 
 

空き地等の利活用や管理不全の是正等に対処するため、条例等によるほか、特定の政策

目的の下で立法された個別法制度を活用するほか、民事的手続による解決を図ることも考

えられます。 

 

１．所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（所有者不明土地

法） 
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30年法律第 49号）は、

所有者不明土地（相当な努力が払われたと認められるものとして当該土地の登記事項証

明書の交付等により探索を行ってもなお所有者の全部または一部を確知することができな

い一筆の土地）の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索等を図るための措置を

講ずるものです。 

所有者不明土地の管理の適正化を図る観点から、所有者不明土地のうち、所有者による

管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれ

る土地（管理不全所有者不明土地）について、土砂の流出等の災害の発生や周辺地域の

環境を著しく悪化させるような事態の発生の防止に必要な措置を講ずるため、市町村長が

当該土地の確知所有者に対して勧告及び命令を行えることとし、勧告等により求めた措置

を所有者が講じない場合、市町村長が自ら措置を行う（代執行）ことを可能とする制度が設

けられています（同法第 38 条～第 40 条）。この代執行に際しては、対象となる土地の所有

者が全員不明であることも多いことから、そのような場合には勧告や命令を行うことなく、あ

らかじめ公告を行うことにより略式代執行を実施することが認められています。 

本制度に基づく代執行の費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の規定

が準用され（同法第 40 条第２項）、確知所有者が判明したときに前述の国税滞納処分の

例により徴収することができます。 

なお、代執行の対象となる管理不全所有者不明土地について、代執行後の管理等を目的

とし、所有者不明土地管理人等の各種財産管理人の選任がなされている場合は当該管理

人に対して費用徴収することも考えられます。 

代執行の対象となる土地に相当の価値のある動産が存する場合は、まず、所有者に運び

出すよう連絡し、応じない場合は保管し、所有者に期間を定めて引き取りに来るよう連絡する

ことが考えられます。その場合の保管期限は、法務部局と協議して適切に定めることとなりま

す。 

 

２．都市再生特別措置法 

都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）において、都市の再生の推進に関する

制度の一環で、空き地等の低未利用土地の利活用や管理を推進するための措置が講じら

れており、これらを活用することも考えられます。 
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（１）都市再生整備計画に基づく措置 

まちなかの空き地等の有効活用を支援する制度として、低未利用土地7について、市町村

又は都市再生推進法人等が土地所有者と協定を締結し、緑地、広場、集会場等の居住者等

の利用に供する施設（居住者等利用施設）の整備及び管理を行う「低未利用土地利用促

進協定」制度があります（同法第 80条の３）。 

同協定は「まち資源活用協定」と通称されているように、空き地等をまちの環境を改善す

る資源ととらえて、地域のまちづくりを担う市町村や都市再生推進法人等がノウハウを活か

して、所有者等に代わって、低未利用の土地、建物等の有効活用を行うことを狙いとするもの

です。 

協定締結にあたっては、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関して市町村が

作成する都市再生整備計画に、協定の対象となる区域や居住者等利用施設の整備・管理

に関する事項を記載してあることが必要となります。 

 

（２）立地適正化計画に基づく措置 

コンパクトなまちづくりを推進するために市町村が作成する立地適正化計画では、居住又

は都市機能を誘導する居住誘導区域及び都市機能誘導区域において、いわゆる「都市のス

ポンジ化8」対策を講じる措置が定められています。 

居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立

地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針（低未利用土地利用等

指針）を同計画に記載することができます（同法第 81条第 14項）。 

指針に即して低未利用土地の利用及び管理が行われるよう、市町村長は、所有者等に対

して指導・助言等を行い、指針に即した低未利用土地の管理が行われず、悪臭の発生、堆

積した廃棄物の飛散等により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設

の立地等を図る上で著しい支障が生じている場合は、当該所有者等に対し、当該指針に即

した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができます（同法第 109条の 14）。 

また、これらの区域に散在する細分化した空き地等について、権利関係を整序して活用し

やすくするため、所有者等探索も含め、関係地権者と利用希望者とを市町村がコーディネー

トし、土地・建物の利用に必要となる権利設定等に関する計画を作成して一括して権利設定

等を行う「居住誘導区域等権利設定等促進計画」「低未利用土地権利設定等促進計画」

制度があります（同法第 109の７、第 109条の 15）。 

また、立地適正化計画では、居住誘導区域外となる、空き地が増加しつつある既存集落

や住宅団地等において、空き地における雑草の繁茂、樹木の枯損等を防止し、良好な生活

 
7 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における

同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認めら

れる土地 
8 都市の内部において、空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな敷地単位で、時間的・空間的にラ

ンダム性をもって、相当程度の分量で発生する現象 
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環境等を確保するための対策として、跡地（建築物の敷地であった土地で現に建築物が存

しないもの）及び跡地に存する樹木の適正な管理等を必要とする区域（跡地等管理等区域）

及び跡地等の管理等に係る指針（跡地等管理等指針）を定めることができます（同法第 81

条第 16項）。 

指針に即して跡地等の適正な管理等が行われるよう、市町村長は、所有者等に対して指

導・助言等を行い、跡地等の適正な管理が行われず周辺の生活環境等が著しく損なわれて

いる場合は、所有者等に対し指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができます

（同法第 110条）。 

また、市町村又は都市再生法人等は、跡地等管理等区域内の跡地等を適正に管理し、又

は跡地における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と、その管理等の方法

（除草、伐採等）を定めた跡地等管理等協定を締結することができます（同法第 111 条）。

同協定の締結により NPO 等の第三者による跡地等の適切な管理等を進めることが可能と

なります。 

 

 

３．空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）では、適切な管理

が行われていない空家等9が及ぼす防災、衛生、景観等の生活環境への悪影響を防止する

ため、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対し、市町村長は所要の是正措置を

講ずることができることとされています（同法第 13条及び第 22 条）。 

空家等である建築物が措置の対象となる場合が多いと考えられますが、建築物自体には

問題がない場合であっても、その敷地において門・塀の倒壊、擁壁の崩壊、立木の倒壊、大

枝の落下等やこれらのおそれがある場合も、周辺の生活環境の保全を図るために必要があ

ると認めるときは是正措置の対象とされ、管理不全土地に伴う課題の解消策の一環として

活用することができます。 

例えば、立木については、倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜又は立木の幹の

腐朽を特定空家等と、立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態を管理

不全空家等としています（「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な

実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」参照）。 

 

  

 
9 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含む。） 



 

29 

４．民法 

（１）財産管理制度 

 民法には、大別して以下の財産管理制度が定められています。 

 

ア）「人単位」の管理制度 

①不在者財産管理制度（同法第 25条） 

利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が従来の住所や居所を去って容易に戻

る見込みのない者（不在者）の財産の管理について必要な処分を命ずる。 

②相続財産清算制度（同法第 952条） 

所有者が死亡して相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が相続財産清算

人を選任し、相続財産清算人が相続財産の管理・清算を行い、最終的には残余財産を国庫に

帰属させる。 

 

イ）「土地・建物単位」の管理制度 

③所有者不明土地管理制度、④所有者不明建物管理制度（同法第 264 条の２～第 264 条

の８） 

利害関係人の請求により、地方裁判所が所有者又はその所在が不明な土地・建物につい

て、必要があると認めるときに、管理人を選任し、管理を行わせる。 

⑤管理不全土地管理制度、⑥管理不全建物管理制度（同法第264条の９～第264条の14） 

利害関係人の請求により、地方裁判所が管理不全状態にある土地・建物について、必要が

あると認めるときに、管理人を選任し、管理を行わせる。 

  

土地・建物単位の管理制度は、人単位の管理制度に比べ、他の財産の調査や管理が不

要であり、管理期間も短縮化する結果、申立人が負担する予納金が少なくなるケースが多い

といった利点があります。 

 

（２）地方公共団体が空き地の管理に活用できる措置 

民法の財産管理制度では、利害関係人が裁判所に対し管理人の選任を請求することが

でき、地方公共団体が空き地等について利害関係を有すると裁判所が判断した場合には、

選任された管理人に対して、がれきやごみの除去、破損した擁壁の修繕といった管理不全状

態の解消を求めることが可能となります。 

この点、所有者不明土地については、地方公共団体が直接的な利害関係人に該当しない

場合であっても、前述の所有者不明土地法における民法の特例により、空き地について地方

公共団体が積極的な措置をとれる場合があります。具体的には、所有者不明土地の適切な

管理のために必要があると認められるときに限り、地方公共団体の長から地方裁判所に対

し所有者不明土地管理命令の請求をすることができ、選任された所有者不明土地管理人に

対して前述のような管理不全状態の解消を求めることができます（所有者不明土地法第42

条第２項）。 
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また、前述の空家法が定める「管理不全空家等」又は「特定空家等」が存在する土地に

ついても、その適切な管理のため特に必要があると認められるときに限り、同法における民

法の特例により、市町村長から地方裁判所に対し管理不全土地管理命令の請求をすること

ができ、選任された管理不全土地管理人に対して前述のような管理不全状態の解消を求め

ることができます（空家法第 14条第３項）。 
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【所有者不明土地等対策事業費補助金】 

所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、管理の適正化を図るため、市町村や民間事

業者等が実施する所有者不明土地等対策や、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の

指定の円滑化及び空き地の利活用等に資する先導的取組に対して支援。 

 

【空き家対策総合支援事業】 

空家等対策の推進に関する特別措置法の空家等対策計画に基づき地方公共団体が実

施する空き家の活用・除却や、ＮＰＯや民間事業者等が実施するモデル性の高い空き家の活

用等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援。 

 

【都市再生区画整理事業（空間再編賑わい創出タイプ）】 

低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の整備

を推進するため施行する土地区画整理事業について支援。 

 

【都市再生整備計画事業】 

全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域生活の質の向上と地域経済・社

会の活性化を図ることを目的として、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性

を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援。 

 

【官民連携まちなか再生推進事業】 

官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にし

た未来ビジョンの策定、未来ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向け

た取組等を総合的に支援。 

 

【都市構造再編集中支援事業】 

各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的として、「立地適正化計画」

に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共

公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し、集中的

に支援。 

 

（「低未利用地対策施策集」から補助金について一部を抜粋） 

（参考）空き地対策に活用可能な支援制度 



空き地の適正管理及び利活用に関するガイドラインの概要

1

○ 世帯の保有する空き地の面積は、この10年で２倍以上※1に増加。空き地が適正に管理されない場合、雑草の繁茂、ゴミ等
の投棄、害虫の発生、景観の悪化等の周囲へ悪影響※２が懸念される。
（※1世帯土地統計 2008年：632km2→2018年：1,364km2 東京23区(627.5km） の約２倍)
（※２「土地の利活用・管理に関するアンケート調査」（国土交通省、R6.2実施）において、管理不全土地のもたらす周囲への悪影響として回答の
あった項目の上位4項目）

○ 空き地は約６割が65歳以上の世帯によって保有されており、今後の人口動態を踏まえれば、相続等により一層の空き地の
増加が見込まれる。

40～44歳, 3%

45～49歳, 5%

50～54歳, 7%

55～59歳, 11%

60～64歳, 13%

65～74歳, 33%

75歳以上, 25%

家計を主に支える者の年齢別

「低・未利用地」の所有件数・割合（平成30年）

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

国土交通省「土地基本調査報告書」（平成30年）
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屋外駐車場 資材置場
空き地（原野含む） 空き地

国土交通省「土地基本調査報告書」（平成30年）

㎢

空き地の適正管理及び利活用を推進するため、地方公共団体をはじめ、空き地対策に取り組む方々の指針と
なる初のガイドラインを作成・発出。

資料２－２



適正管理と利活用に関する取組

2

○ 行政、士業等の専門家の参画、様々な課題に一元的
に対応できるワンストップ相談窓口の設置によるコー
ディネートやコンサルティングが有効。

○ 地域の良好な環境の確保に利害を有する地域コミュ
ニティ（地域運営組織、NPO法人等）が担い手となって、
効果的・持続的な取組を期待。

○ 空き地等は、利活用されないと管理不全になり、周辺環
境に悪影響を及ぼすことから、可能な限り需要を見出し
利活用に導くことが必要。

担い手の確保

空き地の適正管理と利活用の関係

事例：たもんじ交流農園（東京都墨田区）

NPO法人が臨時駐車場だった土地に農園・広場を整備

推進すべき取組

○ 土地所有者等への情報提供等により適正な管理を求
めるほか、自らの管理が困難な場合に管理委託等で第
三者に委ねる環境の構築が重要。

○ 隣地統合等による私的利用の継続のほか、農園・菜
園、緑地・広場など地域に開かれたオープンスペースと
しての利用など用途の転換が有効。

実態把握と対策の検討、計画的推進

○ 空き地等の所在、状態等の実態や地域の意向等の把握、
データベース整備が重要。

○ 地方公共団体等が空き地の管理・利活用に取り組む際の参考となるよう、専門家や地域と連携した担い手
の確保や、農園・菜園、緑地・広場等への転換等について、多数の先駆的事例を紹介し、解決策を提示。

事例：空き家空き地地域利用バンク（神戸市）

空き地等と利活用を希望する地域団体を登録し、マッチング

先駆的事例を掲載

先駆的事例を掲載

先駆的事例を掲載

○ 土地利用に関する計画において望ましい方向性
を示し、利用転換等を計画的に誘導。空き家対策
との一体的対応も有効。 先駆的事例を掲載
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○ 空き地の管理不全対策等のため、条例制定等に資するよう、これまで制定されてきた空き地に関する条例に
ついて、管理不全状態の基準や是正措置等の内容等を体系的に整理・分析。特に行政代執行については、判
例等を踏まえた法的な整理を明確にした上で、運用時のポイントを解説。

○ 大半の条例は是正措置として指導助言､勧告､命令を規
定｡代執行のほか即時強制､罰則を措置する例も。

○ 除草業者のあっせんや行政への管理委託など、管理を支
援する方策を定める例もみられる。

○ 所有者探索のため、個人情報保護条例の例外として、行
政保有情報の目的外使用を可とする例も多い。

○ 行政代執行はハードルが高く実行に踏み切るケースが少
ないことから、判例等を踏まえた留意点として、①所有者
への弁明機会の付与等の適正な手続の確保、②条例等によ
る適用基準の明確化と事前明示、③費用の負担・徴収の方
法について解説。

○ 「現に使用されていない土地」や「工作物が置かれていない
土地」を対象としている例が多数。宅地であった、又は住宅
地に存する空き地のみ対象とする例、農地・林地等土地を対
象外とする例も多い。

○ 対象区域をあらかじめを指定する方式をとる例も。

条例による取組施策対象となる空き地の範囲

管理不全状態の基準

○ 管理不全状態としては、雑草等の繁茂に起因して、①害虫
の発生、②不法投棄、③交通障害、④火災（放火）の危険、
⑤犯罪の温床を挙げているものが多い。

○ 雑草の繁茂については数値基準（地表からの長さを
30cm以上とするものから１m以上とするものまで自治体
により幅がある）や面積基準を設けている例も。

空き地に関する条例

○ 自主条例によるほか、空き地等の利活用・適正確保
のために活用できる、所有者不明土地法等の個別法や
民法に基づく制度（計画、協定、財産管理、是正措置
等）を整理し紹介。

活用可能な諸制度

空き地に繁茂した雑草が隣家に越境 空き地の大木が隣家に近接
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活用可能な支援制度の一覧

【所有者不明土地等対策事業費補助金】
所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、管理の適正化を図るため、市町村や民間事業者等が実施する所有者不明土
地等対策や、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定の円滑化及び空き地の利活用等に資する先導的取組に対して
支援。

【空き家対策総合支援事業】
空家等対策の推進に関する特別措置法の空家等対策計画に基づき地方公共団体が実施する空き家の活用・除却や、ＮＰ
Ｏや民間事業者等が実施するモデル性の高い空き家の活用等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援。

【都市再生区画整理事業（空間再編賑わい創出タイプ）】
低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の整備を推進するため施行する土地区
画整理事業について支援。

【都市再生整備計画事業】
全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とし
て、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援。

【官民連携まちなか再生推進事業】
官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、未来ビ
ジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組等を総合的に支援。

【都市構造再編集中支援事業】
各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的として、「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間
事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘
導の取組等に対し、集中的に支援。

（「低未利用地対策施策集」から補助金について一部を抜粋）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

不動産・建設経済局
土地政策課

空き地等の適正管理と
利活用に関する取組事例集



空き地等の利活用を推進するための基本的な考え方

○ 住宅地に農的空間を創出し、地域の
環境を向上

○ 水害被害の軽減など多様な機能を
発揮するグリーンインフラやEco-
DRRとして緑地を保全・活用

農的な利用 緑 地空き地等

○ 空き地バンク等により市場への
再流通を促進

○ 工場跡地など、都市部の低未利
用土地は、居住用地や事業用地等
として適切に再利用

○ 空き地等の農的利用、緑地化を推進
・ 人材・担い手の育成・確保
・ 円滑な資金調達・確保
・ 情報の整備・連携・活用

住宅地等

○ 食料の安定供給に不可欠な優良農
地を確保

○ 国土保全等の多面的機能を持続的
かつ適切に発揮させるために管理

○ 低未利用土地の活用、空き家の活用・除却を推進
○ 農地や森林等から住宅地への転換を抑制

抑 制
優良な農地

流通
促進

2

○ 宅地への新たな転換を抑制しつつ、需要のある土地の市場での流通を促進
○ 宅地の農園・菜園利用等といった利用転換やグリーンインフラとしての活用等を推進
○ 利活用ニーズの掘り起こし、マッチング、地方公共団体によるサポート等を行うことが重要
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土地の属性・権利関係と運営主体

公有地 民有地

取得
無償利用 有償利用 有償利用無償利用

属性等

管理・
運営主体

地方公共団体

民
間
団
体

地域住民
自治会 等

NPO
事業者 等

⑪みんなのうえん
【大阪市/一般社団法人】

⑬雪寄せ場
【青森県青森市/町内会】

④カシニワ（情報バンク）
【千葉県柏市市民団体・法人】

⑭まちなか活用空地
【神戸市/まちづくり協議会】

⑱多世代交流スペース
【宇部市/山口大学】

⑲match guest 
house
【鹿児島県龍郷町/

NPO法人】
※集落が町へ寄付した

土地
※賃料は集落へ支払い

⑳にぎわいの森
【三重県いなべ市/

一般社団法人】
※100%市出資法人

※下線は、固定資産税等の軽減措置あり

④カシニワ（公開）
【千葉県柏市/個人・活動団体】

⑮まちかど広場
【大阪市/管理運営会】

⑯今宿コミュニティ
ガーデン

【横浜市/友の会】

⑰カナドコロ
【川崎市/大学・企業・町会】

有償管理

空き地の利活用・管理に係る事例の分類Ⅰ

⑧緑が丘西自治会
【千葉県八千代市/自治会】

⑤空き家・空き地
地域利用バンク

【神戸市/市民団体・法人】

⑫たもんじ交流農園
【東京都墨田区/NPO法人】

⑨名泉郷自治会
【福井県あわら市/自治会】



空き地の利活用・管理に係る事例の分類Ⅱ
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① 「活動主体」が直接土地を取得、賃借、管理受託

○ 活動団体が土地所有者と直接契約を結び、土地の取得、賃借、管理を実施
○ 活動主体としては、町内会（地域運営組織）やNPO法人、社会福祉法人、民間事業者等を広く想定
○ 持続可能な土地の利活用手法や、土地所有者に寄り添う管理サービスの提供が必要

② 「相談窓口」が土地所有者の課題に対応

○ 土地所有者が相談窓口に対して、土地の利活用・管理、相続、登記等に関して相談
○ 相談窓口としては、士業団体やNPO法人、社会福祉法人、地方公共団体等を想定
○ 専門的知識を有する人材や、地域からの信頼、関係団体との連携が必要

土地所有者と運営主体との関わり

③ 「マッチング組織」が土地所有者と事業主体のニーズを調整

○ マッチング組織が土地所有者と活動組織の利活用の希望をマッチング（土地所有者が活動組織と直接契約）
○ マッチング組織としては、NPO法人、地方公共団体等を想定
○ 地域からの信頼や、公的主体の関与、事業主体との関係構築が必要

④ 「コーディネート組織」がエリアマネジメントを行い、敷地再編等を実施

○ コーディネート組織がグランドデザインを行い、土地所有者に敷地再編への協力を依頼し、取得等希望者に再編後の敷地の売却・賃貸
○ コーディネート組織としては、NPO法人、地方公共団体等を想定
○ 専門的知識を有する人材や、地域からの信頼、不動産事業者との連携が必要

⑤ 「中間組織」等が土地所有者から土地を借り受け、活動主体に利用許諾（転貸借を含む）

○ 中間組織が土地所有者から土地を借り上げ、活動主体に土地を転貸（中間組織と土地所有者、中間組織と活動主体がそれぞれ契約又は協定）
○ 中間組織としては、地方公共団体、地方公共団体の外郭団体等を想定
○ 賃借料・管理費用のファイナンス、土地の管理ノウハウ、事業主体との関係構築が必要

① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
⑪ ⑫ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
⑳

④ ⑤

⑥

③

⑭ ⑮ （⑬）



取組事例① 空き家・空き地の一体的取組（担当部署、事業者紹介、システム構築） （鳥取県米子市）

〇 米子市では、空き地対策について空き家担当部局に業務を移管し、一体的な取組を進めている。
○ 空き家と空き地の管理事業者の登録・紹介制度により、空き家・空き地の所有者の負担軽減を図っている。
○ 空き家・空き地管理システムの構築により、位置情報と連動したデータベースの管理を行うこととしている。

空き家・空き地管理事業者登録・紹介制度空き家対策と空き地対策の一体的な取組

令和４年 米子市空き地の適切な管理に関する条例を制定
（市民生活部環境政策課が担当）

令和６年 都市整備部住宅政策課に空き家・空き地対策室を
設置し、空き家法や空き地関係の条例を担当

「所有者不明土地対策計画」を兼ねた「第２次米子
市空家等対策計画」を策定

２団体を「空家等管理活用支援法人」と「所有者不
明土地利用円滑化等推進法人」として指定

米子市空き家・空き地管理システム

空き家・空き地に関する管理システムを構築し、基本情報、対応記録、地図情報等の一元管理を行うとともに、情報基盤を活用
した空き家・空き地所有者に対する効果的なアプローチや、協定を結ぶ団体等へ情報提供を行うことで、増加し続ける空き家・空
き地の発生を抑制し、市の空き家・空き地対策の促進を図る （デジタル田園都市国家構想交付金を活用）

空き家情報管理 空き地情報管理

検索・集計機能通知作成機能空き家・空き地の位置情報管理

空き家の履歴情報管理空き家・空き地の所有者情報管理

関連ファイル登録機能
5



取組事例② 空き家・空き地の一体的取組（条例による措置） （神戸市）

〇 神戸市は「空家空地対策の推進に関する条例」において、周辺に悪影響を及ぼす空地について、土地所有者の適正管理を
促すため、「管理不全空地等」「特定空地等」として、空き家とあわせて、助言又は指導、勧告、氏名等公表、命令、代執行の措
置を行うこととしている。

法・条例に基づく措置の流れ

6

空家等の対策の推進に関する特別措置法周
辺
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
空
家
・
空
地
の
通
報
受
付

適
切
な
管
理
の
依
頼

神戸市空家空地対策の推進に関する条例

助
言
又
は
指
導

勧
告

命
令

代
執
行

特定
類似空家等
特定空地等

助
言
又
は
指
導

勧
告

代
執
行

命
令

応急的危険回避措置

公
表

管理不全
空家等

勧
告

指
導

特定
空家等

緊
急

管理不全
類似空家等
管理不全空地

等

勧
告

指
導

住宅用地
特例解除

住宅用地
特例解除

公
表
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○ 面積が広大、かつ、過疎化と高齢化が急速に進む那賀町において、関係する士業（司法書士、行政書士、土地家屋調査士、
宅地建物取引士）が「４士業連携那賀町空き家空き地対策チーム」を結成し、空き家・空き地の最大の発生原因となっている
「相続」に対する住民への啓蒙活動を行い、不足しがちな役場の人的リソースを補完。

○ 具体的には、住民向けセミナー＆個別相談会、本庁での出張相談所設置、役場職員への相続勉強会、空き家空き地対策パ
ンフレットの作成・配布等を実施。

事業スキーム

取組事例③ 士業の連携による空き家・空き地対策（徳島県那賀町）



取組事例④ 情報集約による主体のマッチング(1)（千葉県柏市）

○ 柏市のカシニワ制度は、「カシニワ情報バンク」と「カシニワ公開」の２本の柱から構成。
○ 土地を貸したい土地所有者、使いたい市民団体等、活動を支援したい法人等に関する情報を集約し、

両者のニーズをマッチングし、公園に代わる新たな公共的空間を創出（カシニワ情報バンク）。
○ 市の外郭団体である「一般財団法人柏市みどりの基金」より、申請のあった活動者に対して助成金を

交付。
○ 土地の貸主においては、活動者との協定の範囲内で土地の整備や管理を委ねることができる点に

おいてメリット。
○ 個人の庭、樹林地や空き地を、オープンガーデンや誰でも利用できる地域の庭として市に登録（カシ

ニワ公開）。市内のカシニワを一斉に一般公開する「カシニワフェスタ」も毎年開催され、地域の庭の見
学や利用を通じ、市民等の人々が楽しみながら交流を深める機会を創出。

カシニワ情報バンク

【カシニワ情報バンク】
・土地登録件数 １２２件
・団体登録件数 ７４件
・支援登録件数 25件

【カシニワ公開】
・オープンガーデン(OG)
・地域の庭
・里山

カシニワ公開

8

８４件
４３件
３２件

（件）①活用しているオープンスペース情報を登録
②市ホームページへの情報掲載

花園型 農園型 樹林型

広場型 公共型

自宅の庭を公開 借りている土地を公開 借りている土地を公開

実績（令和５年度２月末時点）

0

20

40

60

80

100

120

140

土地 団体 支援

ＯＧ 地域の庭 里山

（件）



〇神戸市の「空き家・空き地地域利用バンク」では、「空き家等の地域利用を希望する所有者」と「空き家等を活動の場として活用
したい団体」の登録情報をホームページに掲載し、マッチングの機会づくりを実施。

〇地域利用の際には各要件に該当すれば、整備費や仲介手数料・登記費用、固定資産税相当額等の補助も実施。

空き家空き地所有者空き家空き地所有者 利活用希望団体利活用希望団体

【地域の活動のために
売りたい・貸したい方】
○ 登録申し込み

【地域の活動のために
借りたい・買いたい団体】
○ 登録申し込み

登録登録 登録登録

情報
提供
情報
提供

情報
提供
情報
提供

● 相談対応・情報登録
● 情報発信
● マッチングの機会づくり

9

空き家・空き地地域利用バンクのイメージ

事業実績 （令和７年1月末時点）
【登録物件数】 空き家45件、空き地19件
【登録団体数】 135団体
【成約件数】 累計空き家67件、空き地43件

取組事例⑤ 情報集約による主体のマッチング(2)（神戸市）
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○ 広島県では、空き家や空き地等の未利用ストックについて、隣接地や前面道路と一体として捉え、小規模での区画再編を連
鎖させて、接道状況や土地形状の改善を図り、良好な居住環境整備につなげる事業を実施する「広島型ランドバンク」を推進。

○ 地元住民組織と自治体で事業を進める「ランドバンク協議会」を設置し、区画再編エリアの設定、整備方針の決定、関係者調
整、事業者選定等を担い、再編エリアの土地買収、工事、再編後の土地販売を選定された住宅関連事業者（民間）が実施。

ランドバンク
事業

コーディネート

・令和３年度に、三原市本町地区を、令和５年度に府中市府中・出口地区を
モデル地区として決定し、事業を推進。
・両地区については、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑
化、普及・定着等に向けたモデル調査に採択。
・令和６年度に、海田町海田市駅北口地区をモデル地区として決定。

取組事例⑥ 事業コーディネートによる小規模区画再編（広島県）



○ 鳴門市では、ふるさと納税「ふるさと鳴門」の返礼品として「空き家・空き地の草刈サービス」を設定し、遠隔地に居住する等に
より生家や相続した土地などの管理が困難な人に対して、空き地の敷地や所有土地の草刈りを代行（年１回）。

○ 全国では、約60の市町村で約100の空き家・空き地の管理メニューが「ふるさと納税」に設定されている。
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取組事例⑦ ふるさと納税を活用した管理サービスの提供（徳島県鳴門市）

事業スキーム

① 個人から鳴門市へ寄附
② 鳴門市は中間事業者を通じ

て地元業者に草刈サービスを
委託

③ 地元業者は寄附者等の空き
家・空き地の草刈を実施

④ 寄附額の一部が寄附者の翌
年度税金より控除・還付

※令和7年1月末 時点

令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度※

寄附件数：3件（寄附額：200,000円）
寄附件数：3件（寄附額：200,000円）
寄附件数：3件（寄附額：200,000円）
寄附件数：4件（寄附額：250,000円）
寄附件数：2件（寄附額：150,000円）
寄附件数：3件（寄附額：150,000円）

ふるさと納税検索サイトのイメージ

・ 50,000円以上もしくは100,000円以上の寄附。
・ 鳴門市内の空き家・空き地に限定。
・ 高所等の作業に危険を伴う場合や、土地の状態により草刈サービ
スの対応ができない場所がある。

・ 100,000円以上の寄附は、50,000円以上の寄附のおよそ倍
の面積での作業を想定。

条件等

49

32

9

5 3

1

草刈り

目視点検

草刈り・清掃等

目視点検・草刈り・清掃等

目視点検・草刈り

目視点検・清掃等

全国の市町村の空き地・空き家の管理メニュー

（出典）ふるさと納税ポータルサイト【ふるさとチョイス】で「空き地」「空地」を検索
（R4.12時点）

利用実績



○ 八千代市では自治会が主体となり、エリアマネジメント的な視点から、空き地化予防・利活用に取り組んでいる。
○ 「緑が丘西自治会」は、空き地の位置や状況を調査し、独自のチェック項目をつくり、管理程度を段階的に評価し、空き地所

有者からの依頼を受けて、有償で草刈等の維持管理を実施している。
○ 空き地を活用したドームテントや遊具広場の設置等、集いの場づくりの試行にも取り組む。
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地域の空き地

八千代市

空き地
所有者

利活用等の
意向把握

空き地の実態調査／
空き家の維持・管理
マニュアルの検討／
利活用方法の仕組み
検討

地域住民

緑が丘西
自治会

住民意向調査

空き地利活用の
ためのワーク
ショップ等

助成金制度等の情報提供／
広報支援／空き地利活用に
向けた助言 等

・空き地カルテから管理状況（A
～D）ランクを記載

・司法書士の調査により所有者
情報を記載

事業スキーム

空き地の草刈等の有償の維持管理

空き地を活用した広場の設置

空き地マップの作成

・所有者との間で合意している地域内の空き地について、一般
社団法人やちよ・ひと・まちサポートが管理を行っている。年４
回実施する草刈作業の完了後に写真と請求書を送付し、管理
費用（400円/㎡）を徴収している。

※ 管理収入の例 140㎡ × 400円/㎡ = 5.6万円

取組事例⑧ 自治会主体の空き地対策(1) （千葉県八千代市）



取組事例⑨ 自治会主体の空き地対策(2) （福井県あわら市）

○ 福井県あわら市の名泉郷ニュータウン（昭和47年竣工）は、居住誘導区域外の丘陵地に位置しており、未利用地が大多数
を占め、適切な管理がされていない土地も多い。

○ 地域の課題に対応するため、福井大学と連携して取組を進める団地内自治組織（NPO法人）が設立され、不在地主所有の
未利用地の雑草等の管理を実施。

○ あわせて、団地内の市有地において、カブトムシの養殖や団地外の若年世帯との交流を意図したイベントを実施。

団地内の未利用地管理の状況

13

76%の未利用地が
管理されていない

管理されている
雑草が繁茂している
雑草と樹木が繁茂している

39%
37%

○ 1453区画のうち、235戸の住宅（211世帯が居住）
○ 全体の72％が未利用地（うち、94％が個人不在地主）
○ 未利用地の76％が管理不全(雑草や樹木が繁茂)

不在地主所有の未利用地の雑草等の管理

管理筆数 42筆（R元）→ 81筆（R6）

団地内の市有地の利活用（緑地帯と点在する未利用地）

団地外周の緑地帯でのカブトムシの養殖 未利用地での若年世帯との交流イベント出典：福井大学原田研究室 2024年度調査



○ 「空家・空地管理センター」は、全国の空き家・空き地の所有者への管理や活用などの各種支援を目的としたNPO法人（非営
利団体）であり、空き家・空き地に関する相談に加え、提携業者とも連携し、管理や流通等の実務面まで支援している。

○ 各市区町村と協定の締結等によって連携し、空き家問題解決に向けた普及啓発活動や利活用に関わる相談事業（相談窓口
の設置等）の取組を展開。
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取組事例⑩ 相談窓口による空き家等問題の解決 （空家・空地管理センター）

事業スキーム 空き地の活用パターン

空き地の活用パターンは、そのまま「売却」する方法や、初期費用があ
まりかからず手軽にできる「駐車場」「自動販売機設置」、土地の「賃貸」
などがある。

その他、「農園」として人に貸したり、「太陽光発電の設置」「トランク
ルーム」といった「事業用の土地」の賃貸などがある。

概要・実績等

概要（自治体等への提供サービスの例）

1. 空き家の相談窓口
2. 自治体と協力した空き家の適正

管理
3. 資料の提供
4. 空き家に関するセミナー及び相

談会の開催

5. 空き家の活用について
6. 相続問題について
7. 空き家対策特別措置法への対応
8. 自治体と連携した空き家対策の

立案から実施

実績等

・ 所有者は、管理を委託することで経済的・手間的な負担から解消され、
近隣からの苦情などの精神的な負担も解消される。

・ 自身で管理するための方法等についても紹介を受けることができる。

・連携自治体数：17エリア
・管理提供エリア：28都道府県578市区町村
・利活用相談対応エリア：31都道府県759市区町村
※令和7年3月1日時点



○ 民間事業者が所有する空き地・空き家を活用して、近隣住民をはじめ、アーティストやデザイナー、農業や食の専門家等を
巻き込みながら、地域が主体となった農園づくり「みんなのうえん」を展開。

○ 「農」や「食」をテーマにした勉強会やワークショップ等の学びの機会、BBQなどの交流会、自分たちで企画を作るチャレンジ
の機会をつくり、参加者の主体性やチャレンジ機運を醸成。

○ 民間法人が、地域住民の主体性を大切にしながら、勉強会やお祭り、主婦や子どもを対象にした料理教室等の体験プログ
ラムやイベントの企画・運営も行い、新たなコミュニティの形成に寄与。

事業スキーム

みんなのうえん
（第1・第2農園）

主体性醸成に向けた
合意形成支援、地域
住民の企画・運営支援
等

一般社団法人
グッドラック

千島土地
株式会社

遊休地の提供

地域住民・
市民

協力・連携

クリエイター・
デザイナー・

専門家

農園づくりやイベント
への協力、勉強会の
講師 等

自社所有の空き物件や
空き地をアトリエやオフィ
スとして安価で賃貸

農園づくり
イベントへの参加
イベントの企画・運営 150㎡の農園。建築家ととも

に整備した農具倉庫も併設
遊休地を開墾して整備した500
㎡の広い農園。自由に使える
キッチンとサロンも併設

農園の概要

【第１農園】 【第２農園】

・収入では、農園への参加費が最も多く、全体の4割近くを占め、その他に
ケータリングや体験プログラムの割合が高い。
・支出では、ケータリング外注費、家賃（※）・地代、イベント費の順で高い割
合となっている。
※開園当初は、貸主から賃料の減免を受けていた。

総支出総収入年度

1,902,0515,754,173平成27年度

出典：都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査
都市部未利用地のコミュニティ農園的活用方策検討調査 報告書

（委託者：国土交通省 都市局 平成29年3月）

実績

運営

行政とは、地域のイベントを共
に実施しているところもある。
UR都市再生機構からの土地
提供も受けている。
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取組事例⑪ 空き地の利活用方策（農園）(1)（大阪市）



○ 臨時駐車場として利用されていた寺院の土地に、NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会が、地域住民が利用できる広場やコ
ミュニティーガーデン「たもんじ交流農園」を開設。

○ 地域の伝統野菜（江戸野菜）「寺島なす」の栽培や、収穫イベント等を実施。
○ クラウドファンディング型ふるさと納税を活用した「すみだの夢応援助成事業」により、５年間で約700万円の寄付を受領。
○ 平成19年に商店街や町会の有志で立ち上げた任意団体を、平成29年に事業の活用を通じたまちづくりを目指し、NPO法人化。

令和４年には「みどり法人」に指定され、本農園が墨田区初の「市民緑地」として認定。
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取組事例⑫ 空き地の利活用方策（農園）(2)（東京都墨田区）

事業内容寄付額年度

農園の土地の整備や水道管工事、菜園区画の整備等1,238,500 円平成29年度

菜園区画の増設、イベント広場の芝生の整備等1,500,000 円平成30年度

交流広場の整地や舗装、ビオトープの整備等1,693,500 円令和元年度

車椅子の方が農作業できる「可動式プランター」の整備等1,118,750 円令和３年度

蛍が生息できる環境（ビオトープの水循環）の整備等1,806,000 円令和４年度

クラウドファンディング型ふるさと納税の活用

2017年開墾前の現地風景



取組事例⑬ 空き地の利活用方策（雪寄せ場） （青森市）

○ 青森市では、住宅密集地の空地所有者が、冬期に地域の雪寄せ場※として町（内）会に提供することを促す「市民雪寄せ場
事業」を実施。
※ 雪寄せ場（市が看板を設置）は、地域住民がスノーダンプ等の人力で雪を置くために利用する場所

○ 雪寄せ場は、町（内）会が適正に管理し、貸付期間（原則として、12月１日から翌年３月31日まで）終了後は原状回復を実施
（雪寄せ場には市が看板を設置）

○ 無償貸付をした土地の翌年度の固定資産税は、３分の１を限度に減免。

雪寄せ場として活用している状況

事業スキーム（市民雪寄せ場）

所有する空き地を提供

空き地所有者
地域コミュニティ

〔町(内)会〕

青森市

市民雪寄せ場として借用

固定資産税を
一部減免

貸借契約書
（写）を提出

看板の設置

■市民雪寄せ場事業：
貸付をした土地の翌年度固定資産税の１/３を限度に減免

３４1箇所（令和6年度※ 市民の雪寄せ場）

概要・実績等

制度

実績等

※令和7年3月1日時点見込み値

事業実施のポイント
【事業主側】
・雪寄せ場の管理体制を適切に構築する必要
【地域住民（利用者）側】
・利用マナーを守り、周辺の住民に悪影響を与えない

■ 空き地を市民雪寄せ場として提供したい所有者を、市が募り、応募の
あった土地を町会へ紹介

■ 町会と市が協議の上で、所有者と町会が使用貸借契約を締結
■ 市は、空き地所有者から排雪のために土地に重機が乗り入れること

に関する同意書を取得
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取組事例⑭ 空き地の利活用方策（広場・防災空地）(1) （神戸市）

○ 神戸市の「まちなか活用空地」は、密集市街地において火災の延焼を防止するスペースの確保を目的に、災害時は一時避
難場所や消防活動用地、緊急車両の回転地などの防災活動の場として、平常時は広場・ポケットパークなどのコミュニティの
場として機能。

○ 土地所有者、まちづくり協議会等、市の三者で協定を締結した上で、市が土地を無償で借り受け（使用貸借契約）、当該土
地は固定資産税等が非課税となる。

○ また、市とまちづくり協議会等の管理協定により、協議会等が「まちなか活用空地」として整備（市の補助あり）と維持管理を
実施（整備に伴う老朽建物の解体に関わる費用も補助対象）。
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まちづくり協議会など

まちなか活用空地の整備・維持管理

事業スキーム

土 地 所 有 者 神 戸 市
無償使用貸借契約

（固定資産税等非課税）

老朽化建物の解体 事業支援

三者協定

・ 平成23年３月、神戸市が地震
などの際に大規模火災が発生す
る恐れがあり、避難や消火が困
難とみられる４地区（灘北西部
／兵庫北部／長田南部／東垂
水）を密集市街地再生優先地区
に指定。

・ これら地区において地元のまち
づくり協議会などと神戸市、土
地所有者の３者協定により平成
24年度より事業実施。

経緯等

実績等

(1)対象地域内にあること
(2)少なくとも３～５年以上提供できること
(3)まちの防災性向上に資する位置・区域であること
（４）老朽建築物が存すること

※老朽建物を解体し、跡地を提供する際には、事前調整も踏まえ、建
物解体費に対する補助あり。

事業対象

・96箇所（令和6年3月時点）



取組事例⑮ 空き地の利活用方策（広場・防災空地）(2) （大阪市）

○ 「まちかど広場」（大阪市）は、建物の除却に伴い発生する空地や遊休地を地域のために活用するため、平常時は地域防災活
動やコミュニティを育む地域活動の場として、災害時は一時的な避難場所として、地域と連携・協働して整備する事業。

○ 広場の計画段階から地域でワークショップを行い、整備後も地域住民が自主的に管理運営することにより、地域防災力の向
上と地域コミュニティの活性化を指向。

○ 市は、地域住民の要望等を踏まえて、物品支給や施設補修、植栽維持管理等を行っている。
○ 土地を無償（概ね20年間の使用貸借契約）で提供した場合、「まちかど広場」用地の固定資産税等が借地期間中は非課税と

なる場合もある。

事業スキーム

地域住民等で組織される「整備検討会」にて計画づくりを行い、広
場の完成後は地域に「管理運営会」を設立、市と協定を締結し、日常
的な管理運営を行う。

（出典）大阪市ホームページ

《まちかど広場の立地条件》・・・面積約300㎡程度

1.「重点対策地区(約640ha)」内にあること
2.避難に有効な大規模な空地(学校のグラウンドなど)や幹線道路に隣接してい

ないこと
3.同じ街区内の公園、緑地、児童公園などとの距離が概ね100m以上あること
4.まちかど広場の計画づくりや日常の管理運営について地域住民等の方々によ

る主体的な参加が見込まれるほか、当該用地を概ね20年間まちかど広場とし
て利用することに支障がないと認められること

市
所
有
者

地
域
住
民
等

整備検討会

管理運営会

土地使用貸借
(20年)

アドバイザー
派遣

管理に関する
協定締結

まちかど広場計画書

固定資産税・
都市計画税の
優遇措置等

民間用地を活用して整備した
まちかど広場（ももに広場）

《ももに広場》面積：約200㎡

○主な設備：土の広場、時計台、かまどベンチ、防災倉庫、掲示板など
※「かまどベンチ」や「タープテント」などは、災害時にスムーズに活用できるよう、

日常のイベントでも積極的に活用。

○「青空カフェ」：広場の定期清掃日にあわせ月1回開催。心地よいBGMが流れ、
コーヒー等を飲みながら住民が語り合い、新たな取組を企画し、実施。
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取組事例⑯ 空き地の利活用方策（コミュニティ広場）(1) （横浜市）

○ 横浜市旭区からの呼びかけにより、市所有の未利用地の利活用について地域で検討した結果、住民から提案のあったコ
ミュニティガーデンとしての利用が承認され、一般公募により管理運営委員会を設置の上（役員、規約等も設定）、「今宿コミュ
ニティガーデン友の会」が発足（2005年）。

○ その後、草刈り、石や根の除去、造成作業等を実施し、ワークショップを積み重ねて、コミュニティガーデンの使用方法や
ゾーニングを決定。

○ 住民主体で農作物の栽培に取り組むとともに、サマーフェスタや収穫祭など、様々なイベントの企画・運営を行い、地域内外
から多くの個人及び団体が参加する活動へと発展（地域コミュニティの形成や広がりに寄与）。

事業スキーム

○ 市が所有する未利用地を使用。
○ 今宿コミュニティガーデン友の会が中心となり、住民自ら整備・企

画・運営を実施。
○ 市は、初期は助成事業の活用提案などの側面支援を実施し、公民

の良好な関係を構築。2010年頃からは、毎年の契約更新時に報
告書を提出するだけで、運営は友の会に完全に一任している。

今宿
コミュニティガーデン

コミュニティガーデン
の選定・企画・運営
に関する合意形成、
参加の呼びかけ 等

今宿コミュニ
ティガーデン

友の会

地域住民・
市民

横浜市

市有地の提供
（年度ごとに承認）

協働事業等の連携等

ガーデンづくり
イベントへの参加、会費 等

企業
（7社）賛助会員会費

企画・運営、及び管理

コミュニティガーデンの概要

○ 約600㎡のコミュニティガーデンは、地域の議論の結果、地形を考慮
し、芝生のイベントゾーン、ハーブゾーン、フラワーゾーン、学習体験
ゾーン、果樹ゾーン、堆肥マス等に分割

・第38回横浜市社会福祉大会にて、地域福祉の向上と発展に寄与し
たことが認められ、横浜市社会福祉協議会から感謝状が授与
・コロナ以前に開催されていた収穫祭では、150人以上が参加
・賛助会員の支援継続で予算的には自立。開設から20年、高齢化によ
る役員の引退と会員の減少が進むが、なんとか体制を一新し継続。
2024年秋開催の「新生いまコミまつり」には130人が来場。しかし、
会員数10人余でギリギリの運営が続いている。

実績と現状
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○ 土地区画整理事業で確保されたが約30年間空地状態で、不法投棄、景観悪化等の悪影響が生じていた公有地について、川崎市が有効
利用を発意し、工学院大学の研究室が「まちなか広場」としての整備と管理・運営、利用促進策を計画した。空き地を自然共生型社会の構
築に向けた資源ととらえ、官民連携でグリーンインフラとしての環境貢献を図り、市民利用が可能な広場へと転換したプロジェクト。

○ 広場は金程地区の拠り所を目指して「カナドコロ」と名付けられ、地域で育てる広場とするため、オープニングイベントでは植樹やDIY（ウッ
ドデッキのペンキ塗り）、ベンチ製作等、地元の町会、地域住民を巻き込む取組を実施。子どもたちの遊び場としての機能を持たせ、定期
的にマーケットやワークショップを企画・開催して地域住民の利用を促し、近隣の小学校によるイベント利用もある。

○ 日常管理は大学研究室が実施し、スウェール（擁壁側の溝）部分は生態系草刈りを行っている。また、冬期には町会が茅の刈り取りを行
い、地域行事（どんど焼き）の資源として再利用し、川崎市は年2回程度の除草作業や花苗の支給を行うなど、連携して対応している。

○ 当初3年間の活動資金は市の助成事業を活用し、その後大学研究室が研究の一環で運営・修繕の資金を充当している。日常管理の項
目や方法を効率化し、1〜2名が週1で回していく体制・方法を確立し、菜園活用のワークショップやマーケット等のイベントの規模を適正化
して運営負担を省力化している。ハード面の修繕は管理作業の中のDIYで少しずつ対応し、大きな活動資金を必要としていない。
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取組事例⑰ 空き地の利活用方策（コミュニティ広場）(2) （川崎市）

（出典）工学院大学 遠藤研究室 21

空地から始まる新しいまちづくりの実践
• 区画整理後30年間空いていた公益用地
• 広場利用への転換
• 川崎市環境技術産学官民連携共同研究事業

まちなか広場の新しいプロトタイプ開発
• DIY、ローコスト、簡易な管理運営
• 自由に使える広場、地域で育てる広場
• 緑の力をつかう広場（グリーンインフラ）

概要



取組事例⑱ 空き地の利活用方策（交流スペース） （山口県宇部市）

○ しばふ広場とコンテナハウスで構成される「多世代交流スペース」は、宇部市により整備された。
○ このスペースは、暫定的な利用のための空間であり、中央町周辺に広がっている低・未利用地のしばふ広場化により、環境

改善の効果や地区ポテンシャルを向上させ、長期的には新たな土地利用や活用需要を高めることを目的として整備。
○ カフェの出店は、クラウドファンディングを実施して内装費を集めることで誘致を実現
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事業スキーム

【図 多世代交流スペースの事業スキームと管理運営体制】

・ 宇部市が地主から土地を借り上げ、整備を行うとともに「山口大学」に

委託したまちづくりに関する研究の一環として学生を中心に施設の運

営を行い、また、さまざまな主体と連携しての機動的な活用を実現し

ている。

・ 借地契約は毎年更新となっており、地主が土地活用計画を立案した段

階で返却する契約を締結。

シャッター通りとなっていた商店街で、平成20年度からアーケード
や周辺建物の除却が行われたが、空き地の活用が進まず、にぎわいが
取り戻せない状況であった。

そこで、行政が空き地を借り上げ、しばふ広場とコンテナハウスなど
をにぎわい創出の起爆剤として整備し平成28年9月にオープンした。
整備後は、民間活力の誘導を図るため、山口大学へ委託した「若者クリ
エイティブコンテナを活用したまちづくりに関する研究」の一環として、
学生を中心に施設の運営や関連主体等と連携し利活用している。

経緯等

【多世代交流スペースの施設】
・若者クリエイティブコンテナ
・カフェ（Pole Pole Café）
・しばふ広場
・コミュニティガーデン
・駐車場・トイレ棟

【活動実績】
・イベント開催
・移住定住に関する情報交換会
・多世代・異業種の意見交換や交流連携

多世代交流スペースの施設と様々な活動



取組事例⑲ 空き地の利活用方策（移住・滞在施設） （鹿児島県龍郷町）

○ 龍郷町では、移住や滞在希望者が増え、移住・滞在可能な住宅が足りない一方、空き家・空き地が増加。
○ 空き家問題に取り組む地元のNPOが、地域の空き家・空き地を活用した関係人口創出に向けて、空き地にモデルハウス兼

ゲストハウス「match guest house」を整備して運営。
○ 地域住民とともに空き地・空き家の流動化を目指している。
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主体・施設の概要 概要・実績等

実績

149組が利用（2021年6月～2024年5月末）。
平均9.3泊、うち移住・二地域居住41組、ワーケーション12組。

従 前 整備後

地域住民が資金を出し合い購入した土地に町営の保育所を建設し
ていたが、過疎化に伴い子供が減少し続けた結果、保育所が取り壊さ
れ、長年、空き地となっていた。

NPO法人がこの空き地を町から借り受け、コンパクトな規格住宅を
整備し、モデルハウス兼ゲストハウスとして、2020年１月にオープン
し、奄美大島に移住を考える人と地域をつなぐ拠点とした。清掃や外
構の管理については、集落の協力を得ながら運営している。地代は町
ではなく龍郷集落に納めている。

施設の情報は、町の公式HPでも紹介されており、施設の予約サイト
へとアクセスできるようになっている。

match guest house

「奄美群島において、最も住宅困窮者となっているシングルやカップ
ルの人たちが快適にして設計し滞在、居住できる家」 「空き家の改修費
程度で建つ家」をコンセプトに、コンパクトでスタイリッシュな規格住宅と
して設計された。建設費は、全額借入金で賄ってる。

利用者には、年会費6,000円でNPOの会員となってもらい、宿泊料
金は、３泊～60泊まで料金設定(※)がされている。
※ 3泊 → １名：18,000円 ２名:30,000円

60泊 → １名：234,500円 ２名：361,000円

「NPO法人あまみ空き家ラボ」は、移住や滞在希望者が増える一方、
移住・滞在可能な住宅が足りず、空き家・空き地が増え続ける現状を踏
まえて、地域の人達と一緒に流通のしくみをつくり、移住したい人や滞
在したい人が住まいを見つけやすい環境づくりを目指して設立された
団体。

《match guest houseの平面図》

○施設：２つの宿泊棟（素泊まり１棟貸し）
○３泊からウィークリー及びマンスリーでの利用が可能

概要



取組事例⑳ 放棄林の公共緑地としての再生 （三重県いなべ市）

○ いなべ市では、庁舎の整備にあわせて、放棄林を既存の樹木を活かしつつ緑地として整備（「にぎわいの森」）。同敷地内に
は商業施設を整備し、既存の自然環境を活かしつつ、緑地空間の中に施設を配置した良好なデザインを形成。

○ 「にぎわいの森」は、単なる誘客のための商業施設ではなく、農業振興や生業・就農促進、商業・観光振興、市民協働の促進
など、まちづくり、ひとづくりの拠点として機能。

○ 「先導的グリーンインフラモデル形成支援」において、グリーンインフラの効果測定を行っており、①植栽面積の確保による雨
水浸透貯留効果、 ②放棄森林面積の削減効果、③潜在自然植生に配慮した樹種選定による生物種の生息域拡大効果及び
④植栽のCO2固定や窒素固定によるヒートアイランド抑制効果等が確認されている。
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施設の概要

○ 緑地（9,542.4㎡※ ）において、雨水貯留量約307
㎥/hrの効果

○ 約36,106㎡の未活用森林を活用
○ 約100種の樹木・草本が生育
○ にぎわいの森の緑地により、年間約38.9tのCO2

を吸収
○ 気温、表面温度及び暑さ指数は、にぎわいの森のた

まり場空間が駐車場よりも低い傾向
○ 庁舎来訪時に「ついで」利用ができ、実際に訪れた人

の約７割が「快適に過ごせる」印象
○ いなべ市観光入込客数の大幅増に貢献

【379,227人（2018年）→711,610人（2020
年）】

○ 2019年度の転入者数 2,792人（社会増減＋
442人） など

整備された緑地
緑に囲まれた

オープンスペース

緑と商業施設が
一体となった空間

緑の中を回遊
できる散策路

事業の結果

にぎわいの森の効果
○ 当該地は、複数の所有者と市が売買契約を行い、

公有地へ権利移転した上で活用。
○ 地元の中高生や市内事業者など、様々な団体と

連携したイベント等を実施し、地域活動の拠点とし
て機能。

○ 市内の事業者同士がHPの相互リンク、SNSフォ
ロー、相互案内、協同企画、商品開発等において
連携し、商品への市内業者の産品活用等が進み、
東近江市との連携による相互の商品販売など、販
路が拡大。

○ イベント時には参加料を徴収した上で、オープン
スペース等への出店機会を創出。

○ 施設の運営は、市が100%出資して設立したまちづくり法
人「一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ」が実施。

○ 行政からの派遣職員３名と民間採用９名の計１２名（令和７
年３月現在）が運営。

○ 行政の委託業務を主な事業とし、官民連携の窓口となりつ
つ、行政施設の管理・運営やプロモーション業務を担ってい
るほか、地元企業・団体の施設利用のコーディネートやセレ
クトショップ営業を実施。

主体の概要
・敷地面積36,105.571㎡
（約3.6ha うち、にぎわいの森 約1.2ha）
・建築面積 696.41㎡
・延床面積 870.36㎡
・緑地面積 9,542.4㎡



取組事例㉑ 国土利用計画における低未利用地対策 （瀬戸内市）

〇 瀬戸内市では、国土利用計画において各項目に低未利用地対策を位置付けており、低未利用地を良好な住環境の形成や
地域の活性化等に資する地域資源として、その有効活用を図ることとしている。

市街地の住宅地や農業・漁業集落においては、地域の特
性に応じた土地利用の規制・誘導や都市基盤施設の計画的
な整備、住宅ストックの活用とその質の向上により、良好な住
環境の形成を進めます。（略）

住宅地の整備に際しては、災害リスクの高い地域での整備
を抑制するとともに、低・未利用地や空き家などの住宅ストッ
クの有効活用を優先します。（略）

住宅地
住みたい・住み続けたいと思われる
良好で魅力的な住環境を形成します

低・未利用地は、良好な住環境の形成や地域の活性化に
資する地域資源であることから、住宅地や事業用地、公用・
公共用施設用地、避難地等としての活用を図ります。

低・未
利用地

良好な住環境の形成や地域の安全・安
心の確保等に向けた有効活用を図ります

市街地や集落においては、低・未利用地及び空き家等を含
む既存住宅ストック等の有効利用を進めます。特に、空き家
については、空き家バンク等による所有者と入居希望者の
マッチングや住環境の改善、空き家の他用途への転換による
再生など利活用を促進します。（略）

拠点に位置する空き家、空き地については、住宅地や商業
の事業用地等としての積極的な利用を図ります。（略）

土地の有効
利用の促進

低・未利用地及び空き家等を含む既
存住宅ストック等を有効利用します
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【参考】 地域で暮らす人々が中心となって形成するコミュニティ組織（地域運営組織）

○法人格を持たない任意団体が
90.9％、NPO法人が3.9％、認可地
縁団体が2.3％

○自治会・町内会が構成員となってい
る組織は78.2%

○祭り・運動会・音楽会等（68.4％）、
交流事業（66.8％）等を実施。

○空き家や里山等の維持・管理は
11.1％が実施しており、今後新たに
開始したい活動の最多（5.7％）。

○収入源は「市区町村からの助成金・
交付金等」が84.0％

○生活支援などの自主事業の実施等
による収入の確保に取り組む組織
の割合は44.2％
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地域運営組織とは、地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域経営の指針
に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実施する地域の様々な主体が参加する組織であり、853
市区町村で7,207団体（令和4年度総務省調べ）が活動している。

組織形態等 活動内容 収入

出典：令和４年度地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する 調査研究事業 報告書（総務省）に基づき国土交通省作成



【参考】 ドイツにおけるクラインガルテン
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○ ドイツでは、19世紀半ばの産業革命による都市部の生活環境の悪化により、健康を害する人が増加したため、健康の回復
に向けて自然を提供する社会福祉事業として、また、都市化の進展による住宅難や2度の大戦等を背景とした食料自給の必
要から自給菜園地が量的に発展した。また、経済成長とともに都市緑地の確保や余暇の場の確保の観点から、質的な発展
がみられる。

○ クラインガルテンは、制度上、連邦クラインガルテン法（1919年旧法制定、1983年改正）において、「非営利的な庭園利用、特
に自給用の園芸生産物の取得及び休養のため」（法第１条）の一区画400ｍ2以下の土地と定義されている。

○また、連邦建設法（1986年制定）では、地区詳細計画に「緑地／永続的クラインガルテン」と指定されることにより、都市の公
共緑地として明確に位置づけられ、保全される。

クラインガルテンの概要

○一般的には、一区画300ｍ2程度の菜園を家族で借りて、
野菜、果物、花きを栽培し、ラウベと呼ばれる小屋を建て、
農作業の合間の休憩や食事の際に利用。

○利用期間は無制限。
○利用料は年間3万円程度。
○所得制限があり、集合住宅に居住している人の利用に限定。

○主に地方公共団体が開設者（設置者）であり、土地の確保と造成工
事を実施（個人所有のクラインガルテンは多い地域で２割程度）。

○施設は、数十から数百区画のクラインガルテンと概ね中央に配置さ
れる広場、都市公園及びクラブハウスにより構成。

○一地区ごとにそれぞれ独立したクラインガルテナー協会（利用者に
よる管理運営組織）を組織。

○各個人が利用・管理するクラインガルテン以外の公園等の共用ス
ペースは、クラインガルテナー協会員が清掃等の維持管理を実施。

地方公共団体

開設者（土地所有者）

クラインガルテナー協会

クラインガルテン

維持管理
（清掃など）

造成工事

写真：特定非営利活動法人千葉県市民農園協会
https://cagaj.jimdofree.com/

賃料支払い

賃貸

利用者（個人）

管理運営組織

利用

利用権
賃貸 利用料

支払い
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